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　少年が家庭・学校及び地域での生活の中で日頃考えているこ
と、その発言をとおして町民が少年に対する理解を深めるため
に、本町中学生の意見発表の場として、第38回北谷町少年の主
張大会を開催します。

第３８回北谷町少年の主張大会の開催について

令和４年度から児童手当現況届の提出が原則不要となりました。
ただし、以下の方は引き続き現況届の提出が必要となりますので、通知が届いた方は必ず期間内に提出してくだ
さい。提出がない場合、児童手当が支給できません。
※現況届の提出が必要な方のみに通知を送付しています。７月以降に通知が届くことがございます。予めご了承く
ださい。

　　令和４年10月支給分から、児童の監護養育している方で生計維持の高い方の所得が所得上限限度額以上の場合、
児童手当は支給されません。（資格消滅となり、児童の年齢を問わず、０円になります。）
　　令和６年度（令和５年中）の所得が所得上限限度額を下回った場合、改めて「児童手当・特例給付認定請求書」
の提出が必要となります。所得上限額を下回った事実を知った日から15日以内に認知請求書を提出してください。
提出が遅れると遡って支給ができない場合がありますのでお早めに提出をお願いします。
※市町村課税通知書等で所得の確認をお願いいたします。

※扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族（施設
入所等児童を除く。以下「扶養親族等」といいます。）並びに扶養親
族等ではない児童で前年の12月31日において生計を維持した者の数
をいいます。
　扶養親族等の数に応じて、限度額（所得額ベース）は、1人につき
38万円（扶養親族等が同一生計配偶者（70歳以上の者に限る）又は
老人扶養親族であるときは44万円）を加算した額となります。
※「収入額目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安で
あり、実際は給与所得控除等を控除した後の所得額で所得上限を確認
します。

６月は児童手当現況届の提出期間です！

所得超過のため児童手当を受給していない方へ

お問い合わせ　社会教育課　社会教育係　☎936-1234（内線5311）

お問い合わせ　子ども家庭課　子育て支援係　☎936-1234（内線2310）

お問い合わせ　子ども家庭課　子育て支援係　☎936-1234（内線2310）

期　日：令和６年７月４日（木） 14時30分
場　所：ちゃたんニライセンター　カナイホール

令和６年６月３日（月）～
　　令和６年６月28日（金）

●配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が北谷町と異なる方
●北谷町に戸籍や住民票がない児童を養育する方
●離婚協議中で配偶者と別居されている方
●未成年後見人、施設等の受給者
●その他、北谷町から提出の案内があった方

【提出が必要な方】 【提出期間】

令和６年度の所得が限度額を下回る場合、改めて申請を行わないと受給できません！
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お問い合わせ  北谷町選挙管理委員会  ☎936-1234（内線4201）お問い合わせ 町長室 秘書広報係 ☎936-1234（内線1112）

　沖縄戦の悲惨な体験を風化させることなく、町出身の
戦没者2323柱の御霊を慰め、恒久平和を願うことを目
的として、下記のとおり北谷町慰霊祭を開催いたします。
○日　時　令和６年６月５日（水）１１時55分
○場　所　北谷町平和之塔（字吉原402番地１）
※駐車場がございませんので公共交通機関をご利用く
ださい。

　4月23日、北谷町役場において、町内の園児たちによるこいのぼり掲揚式が行われました！
　園児たちの手形などでカラフルに彩られたこいのぼりは、童謡「こいのぼり」の歌に合わせて園児
たちの手で掲揚し、北谷町の空を元気よく泳がせることができました！

　北谷町平和之塔においては、去る沖縄戦で亡くなった
御霊を慰めるとともに、歴史的事実を再認識し、歴史的
教訓として再び戦争が起こることがないよう恒久平和を祈
念し、そのことを後世に正しく継承し
ていくことを基本理念として、町出身
の戦没者、戦災被害者の刻銘を行っ
てきております。
　北谷町平和之塔で確認のうえ、刻
銘されていない方で刻銘を希望され
る方は町長室までご相談ください。
（刻銘対象者の範囲は、町出身者で
沖縄県が設置した「平和の礎」に準じ、
全戦没者を対象とします。）

北谷町選挙管理委員会からのお知らせ

投票日当日に、仕事や用務などの理由で投票所に行くこと
ができない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票

６月16日（日）
沖縄県議会議員一般選挙

投票時間 ７時から20時まで
の投票日です。

期　間：令和６年６月８日(土)
　　　　～６月15日(土)

時　間：８時30分から20時まで
場　所：北谷町役場２階　入札室

投票所

第１投票所
第２投票所
第３投票所
第４投票所
第５投票所
第６投票所

投票所施設名

北玉幼稚園
上勢区公民館
北谷第二幼稚園
桑江地区体育館
美浜区公民館
浜川幼稚園

行政区

謝苅区、北玉区、宇地原区
上勢区
桃原区、栄口区
桑江区
北前区、美浜区
宮城区、砂辺区

は
北谷町慰霊祭

北谷町平和之塔への刻銘について

こいのぼり掲揚式
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　園児たちの手形などでカラフルに彩られたこいのぼりは、童謡「こいのぼり」の歌に合わせて園児
たちの手で掲揚し、北谷町の空を元気よく泳がせることができました！

　北谷町平和之塔においては、去る沖縄戦で亡くなった
御霊を慰めるとともに、歴史的事実を再認識し、歴史的
教訓として再び戦争が起こることがないよう恒久平和を祈
念し、そのことを後世に正しく継承し
ていくことを基本理念として、町出身
の戦没者、戦災被害者の刻銘を行っ
てきております。
　北谷町平和之塔で確認のうえ、刻
銘されていない方で刻銘を希望され
る方は町長室までご相談ください。
（刻銘対象者の範囲は、町出身者で
沖縄県が設置した「平和の礎」に準じ、
全戦没者を対象とします。）

北谷町選挙管理委員会からのお知らせ

投票日当日に、仕事や用務などの理由で投票所に行くこと
ができない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票

６月16日（日）
沖縄県議会議員一般選挙

投票時間 ７時から20時まで
の投票日です。

期　間：令和６年６月８日(土)
　　　　～６月15日(土)まで

時　間：８時30分から20時まで
場　所：北谷町役場２階　入札室

投票所

第１投票所
第２投票所
第３投票所
第４投票所
第５投票所
第６投票所

投票所施設名

北玉幼稚園
上勢区公民館
北谷第二幼稚園
桑江地区体育館
美浜区公民館
浜川幼稚園

行政区

謝苅区、北玉区、宇地原区
上勢区
桃原区、栄口区
桑江区
北前区、美浜区
宮城区、砂辺区

は
北谷町慰霊祭

北谷町平和之塔への刻銘について

こいのぼり掲揚式
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国民健康保険税の令和６年度改正点

　北谷町では、一部の施設について安定的な運営を図るため、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整
交付金」を活用し、下記事業を実施しました。

　・都市公園施設維持管理事業 都市公園施設の光熱水費及び清掃委託料の一部に活用しました。
　・幼稚園管理事業 幼稚園教諭人件費の一部に活用しました。
　・学校給食センター管理事業 調理師の人件費や調理に使用する燃料及び光熱水費等の一部に活用しました。

　北谷町では、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、基金を造成することにより
財源を確保した上で、町立博物館の展示物の制作を進めています。

事業の目的：本町の歴史・文化・自然の継承・発信の拠点となることを目的して整備する。町立博物館における展
示物の政策

事業の内容：町立博物館展示制作業務　　　事業の期間：令和2年度から令和6年度
事業に要する経費の総額：379,000千円
　令和2年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 200,000千円
　令和3年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和4年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和5年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 79,000千円
基金処分額　令和5年度：127,600千円
基金造成額（令和5年度末現在）　251,400千円（うち、市町村費：0千円）

特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用について（令和5年度）

お問い合わせ　保健衛生課　国民健康保険係　☎936-1234（内線2411、2412）

お問い合わせ　北谷町学校給食センター　☎936-3269

お問い合わせ　企画財政課　財政係　☎936-1234（内線1330）

（1）課税限度額が変わります。
　　 後期高齢者支援金分の課税限度額が現行の22万円から24万円へ引き上げとなります。

（2）５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の見直しについて
　　 令和６年４月からの軽減判定基準の５割軽減及び２割軽減の範囲を拡大しました。

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 53万５千円 × 被保険者数

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万５千円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 54万５千円 × 被保険者数

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

医療分
後期高齢者支援金分
介護納付金分

６５万円
２２万円
１７万円

１０４万円

６５万円
２４万円
１７万円

１０６万円

据え置き
２万円引き上げ
据え置き
２万円引き上げ

令和５年度

計

令和６年度 現行比

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

【現行】

【改正】

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（町立博物館展示制作）の実績状況
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　後期高齢者医療保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、所得に応じて決められる「所
得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。
　また、この「均等割額」と「所得割額」は２年に一度見直されます。

　後期高齢者の医療費は、皆様に納めていただく後期高齢者医療保険料（約１割）のほか、若い世代が負担する支援
金（約４割）や公費（約５割）でまかなわれています。
　今回の見直しでは、後期高齢者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革（皆様を支えて
いる若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入
等）の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

　国民健康保険特別会計とは、国民健康保険（国保）を運営するために必要な収入と支出の見積です。教育・福祉や道路・
公園の整備などの行政サービスを、税金などの収入をもとに行う一般会計とは区別されます。
　北谷町の国民健康保険特別会計は、支出（県への納付金等）に対する収入が不足しており、その不足額を一般会計
から補填し運営している状況にあります（一般会計からの赤字補填）。本来、この部分は保険税収入で賄う部分とな
ります。

　赤字の要因のひとつは県への納付金額が大きいことです。
　納付金は県全体の医療費等を賄うために納付するもので、各市町村の国保加入者数や所得水準、医療費水準等で計
算されます。県全体の医療費の増加により、納付金は今後増加する見込みです。
　国保加入者のみなさまには以下の医療費適正化へのご協力をお願いします。
・病気の早期発見・早期治療のための健診受診。病気が重症化すると高額な医療費（入院・手術等）がかかる場合
があります。
・ジェネリック医薬品の利用。
・お薬手帳の活用。不要な処方を無くし、飲み合わせの悪さによる副作用も防げます。

　一般会計の財源は国保加入者以外（町
民のおよそ２/３）の方からの税金も含
んでいます。一般会計から補填するとい
うことは、国保以外の健康保険加入者か
らすると、自身の保険料負担（会社勤め
の場合は給与から天引き）に加えて国保
の保険税を間接的に負担していることに
なります。
　負担の公平性のため、赤字補填の解消
が望まれます。

※賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者を対象に令
和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。

お問い合わせ　保健衛生課　国民健康保険係　☎936-1234（内線2410）

お問い合わせ　保健衛生課　後期高齢者医療担当　☎936-1234（内線2414） 

後期高齢者医療保険料について

令和６年度国民健康保険特別会計予算について

令和６・７年度の保険料率が、沖縄県後期高齢者医療広域連合にて次のとおり改定されました。

一般会計からの赤字補填について
令和６年度国保特別会計　当初予算（約39億3900万円）

納付金の上昇を抑制するために

歳入（収入）

保険税　約7億4,400万円
約19％

繰入金（事務費、保健事業等）約1億4,800万円
その他（延滞金等）約780万円

健診など保健事業 約5,600万円
その他（総務費等）約1億500万円

一般会計から(低所得世帯税軽減分等)約2億8,900万円

歳出（支出）

納付金
（県へ納めるお金）
約13億1,100万円

約35％

交付金
（国や県からもらうお金）
約25憶4,600万円

約64％

医療費や出産一時金の支払い
約24億5,500万円

約60％

均等割額
所得割率
賦課限度額（上限額）

56,400円
11.60％
80万円

48,440円
8.88％
66万円

7,960円増
2.72ポイント増

14万円増

改定後（令和6・7年度） 改定前（令和4・5年度） 比　較
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国民健康保険税の令和６年度改正点

　北谷町では、一部の施設について安定的な運営を図るため、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整
交付金」を活用し、下記事業を実施しました。

　・都市公園施設維持管理事業 都市公園施設の光熱水費及び清掃委託料の一部に活用しました。
　・幼稚園管理事業 幼稚園教諭人件費の一部に活用しました。
　・学校給食センター管理事業 調理師の人件費や調理に使用する燃料及び光熱水費等の一部に活用しました。

　北谷町では、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、基金を造成することにより
財源を確保した上で、町立博物館の展示物の制作を進めています。

事業の目的：本町の歴史・文化・自然の継承・発信の拠点となることを目的して整備する。町立博物館における展
示物の制作

事業の内容：町立博物館展示制作業務　　　事業の期間：令和2年度～令和6年度
事業に要する経費の総額：379,000千円
　令和2年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 200,000千円
　令和3年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和4年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和5年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 79,000千円
基金処分額　令和5年度：127,600千円
基金造成額（令和5年度末現在）　251,400千円（うち、市町村費：0千円）

特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用について（令和5年度）

お問い合わせ　保健衛生課　国民健康保険係　☎936-1234（内線2411、2412）

お問い合わせ　企画財政課　財政係　☎936-1234（内線1330）

（1）課税限度額が変わります。
　　 後期高齢者支援金分の課税限度額が現行の22万円から24万円へ引き上げとなります。

（2）５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の見直しについて
　　 令和６年４月からの軽減判定基準の５割軽減及び２割軽減の範囲を拡大しました。

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 53万５千円 × 被保険者数

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万５千円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 54万５千円 × 被保険者数

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

医療分
後期高齢者支援金分
介護納付金分

６５万円
２２万円
１７万円

１０４万円

６５万円
２４万円
１７万円

１０６万円

据え置き
２万円引き上げ
据え置き
２万円引き上げ

令和５年度

計

令和６年度 現行比

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

【現行】

【改正】

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（町立博物館展示制作）の実績状況
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　後期高齢者医療保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、所得に応じて決められる「所
得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。
　また、この「均等割額」と「所得割額」は２年に一度見直されます。

　後期高齢者の医療費は、皆様に納めていただく後期高齢者医療保険料（約１割）のほか、若い世代が負担する支援
金（約４割）や公費（約５割）でまかなわれています。
　今回の見直しでは、後期高齢者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革（皆様を支えて
いる若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入
等）の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

　国民健康保険特別会計とは、国民健康保険（国保）を運営するために必要な収入と支出の見積です。教育・福祉や道路・
公園の整備などの行政サービスを、税金などの収入をもとに行う一般会計とは区別されます。
　北谷町の国民健康保険特別会計は、支出（県への納付金等）に対する収入が不足しており、その不足額を一般会計
から補填し運営している状況にあります（一般会計からの赤字補填）。本来、この部分は保険税収入で賄う部分とな
ります。

　赤字の要因のひとつは県への納付金額が大きいことです。
　納付金は県全体の医療費等を賄うために納付するもので、各市町村の国保加入者数や所得水準、医療費水準等で計
算されます。県全体の医療費の増加により、納付金は今後増加する見込みです。
　国保加入者のみなさまには以下の医療費適正化へのご協力をお願いします。
・病気の早期発見・早期治療のための健診受診。病気が重症化すると高額な医療費（入院・手術等）がかかる場合
があります。
・ジェネリック医薬品の利用。
・お薬手帳の活用。不要な処方を無くし、飲み合わせの悪さによる副作用も防げます。

　一般会計の財源は国保加入者以外（町
民のおよそ２/３）の方からの税金も含
んでいます。一般会計から補填するとい
うことは、国保以外の健康保険加入者か
らすると、自身の保険料負担（会社勤め
の場合は給与から天引き）に加えて国保
の保険税を間接的に負担していることに
なります。
　負担の公平性のため、赤字補填の解消
が望まれます。

※賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者を対象に令
和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。

お問い合わせ　保健衛生課　国民健康保険係　☎936-1234（内線2410）

お問い合わせ　保健衛生課　後期高齢者医療担当　☎936-1234（内線2414） 

後期高齢者医療保険料について

令和６年度国民健康保険特別会計予算について

令和６・７年度の保険料率が、沖縄県後期高齢者医療広域連合にて次のとおり改定されました。

一般会計からの赤字補填について
令和６年度国保特別会計　当初予算（約39億3900万円）

納付金の上昇を抑制するために

歳入（収入）

保険税　約7億4,400万円
約19％

繰入金（事務費、保健事業等）約1億4,800万円
その他（延滞金等）約780万円

健診など保健事業 約5,600万円
その他（総務費等）約1億500万円

一般会計から(低所得世帯税軽減分等)約2億8,900万円

歳出（支出）

納付金
（県へ納めるお金）
約13億1,100万円

約35％

交付金
（国や県からもらうお金）
約25憶4,600万円

約64％

医療費や出産一時金の支払い
約24億5,500万円

約60％

均等割額
所得割率
賦課限度額（上限額）

56,400円
11.60％
80万円

48,440円
8.88％
66万円

7,960円増
2.72ポイント増

14万円増

改定後（令和6・7年度） 改定前（令和4・5年度） 比　較
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国民健康保険税の令和６年度改正点

　北谷町では、一部の施設について安定的な運営を図るため、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整
交付金」を活用し、下記事業を実施しました。

　・都市公園施設維持管理事業 都市公園施設の光熱水費及び清掃委託料の一部に活用しました。
　・幼稚園管理事業 幼稚園教諭人件費の一部に活用しました。
　・学校給食センター管理事業 調理師の人件費や調理に使用する燃料及び光熱水費等の一部に活用しました。

　北谷町では、防衛省の補助金である「特定防衛施設周辺整備調整交付金」を活用し、基金を造成することにより
財源を確保した上で、町立博物館の展示物の制作を進めています。

事業の目的：本町の歴史・文化・自然の継承・発信の拠点となることを目的して整備する。町立博物館における展
示物の制作

事業の内容：町立博物館展示制作業務　　　事業の期間：令和2年度～令和6年度
事業に要する経費の総額：379,000千円
　令和2年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 200,000千円
　令和3年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和4年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 50,000千円
　令和5年度特定防衛施設周辺整備調整交付金交付額： 79,000千円
基金処分額　令和5年度：127,600千円
基金造成額（令和5年度末現在）　251,400千円（うち、市町村費：0千円）

特定防衛施設周辺整備調整交付金の活用について（令和5年度）

お問い合わせ　保健衛生課　国民健康保険係　☎936-1234（内線2411、2412）

お問い合わせ　企画財政課　財政係　☎936-1234（内線1330）

（1）課税限度額が変わります。
　　 後期高齢者支援金分の課税限度額が現行の22万円から24万円へ引き上げとなります。

（2）５割軽減及び２割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の見直しについて
　　 令和６年４月からの軽減判定基準の５割軽減及び２割軽減の範囲を拡大しました。

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 53万５千円 × 被保険者数

世帯の合計所得
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 29万５千円 × 被保険者数
43万円＋（給与所得者等の数－１）×10万円 ＋ 54万５千円 × 被保険者数

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

医療分
後期高齢者支援金分
介護納付金分

６５万円
２２万円
１７万円

１０４万円

６５万円
２４万円
１７万円

１０６万円

据え置き
２万円引き上げ
据え置き
２万円引き上げ

令和５年度

計

令和６年度 現行比

区　分
７割軽減
５割軽減
２割軽減

【現行】

【改正】

特定防衛施設周辺整備調整交付金事業（町立博物館展示制作）の実績状況
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　後期高齢者医療保険料は、1人当たりいくらと決められる「均等割額」と、所得に応じて決められる「所
得割額」とを合計して、個人単位で計算されます。
　また、この「均等割額」と「所得割額」は２年に一度見直されます。

　後期高齢者の医療費は、皆様に納めていただく後期高齢者医療保険料（約１割）のほか、若い世代が負担する支援
金（約４割）や公費（約５割）でまかなわれています。
　今回の見直しでは、後期高齢者の増加により医療費の増加が見込まれることや、医療保険制度改革（皆様を支えて
いる若い世代の負担上昇を抑制するための高齢者負担割合の見直しや出産育児一時金の一部を支援する仕組みの導入
等）の影響を踏まえ、保険料率が改定されました。

　国民健康保険特別会計とは、国民健康保険（国保）を運営するために必要な収入と支出の見積です。教育・福祉や道路・
公園の整備などの行政サービスを、税金などの収入をもとに行う一般会計とは区別されます。
　北谷町の国民健康保険特別会計は、支出（県への納付金等）に対する収入が不足しており、その不足額を一般会計
から補填し運営している状況にあります（一般会計からの赤字補填）。本来、この部分は保険税収入で賄う部分とな
ります。

　赤字の要因のひとつは県への納付金額が大きいことです。
　納付金は県全体の医療費等を賄うために納付するもので、各市町村の国保加入者数や所得水準、医療費水準等で計
算されます。県全体の医療費の増加により、納付金は今後増加する見込みです。
　国保加入者のみなさまには以下の医療費適正化へのご協力をお願いします。
・病気の早期発見・早期治療のための健診受診。病気が重症化すると高額な医療費（入院・手術等）がかかる場合
があります。
・ジェネリック医薬品の利用。
・お薬手帳の活用。不要な処方を無くし、飲み合わせの悪さによる副作用も防げます。

　一般会計の財源は国保加入者以外（町
民のおよそ２/３）の方からの税金も含
んでいます。一般会計から補填するとい
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の場合は給与から天引き）に加えて国保
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なります。
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が望まれます。

※賦課限度額の引き上げは、令和6年3月31日時点で75歳以上の方及び令和7年3月31日以前の障害認定による加入者を対象に令
和6年度は73万円、令和7年度は80万円と段階的に実施されます。
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後期高齢者医療保険料について

令和６年度国民健康保険特別会計予算について

令和６・７年度の保険料率が、沖縄県後期高齢者医療広域連合にて次のとおり改定されました。

一般会計からの赤字補填について
令和６年度国保特別会計　当初予算（約39億3900万円）

納付金の上昇を抑制するために

歳入（収入）

保険税　約7億4,400万円
約19％

繰入金（事務費、保健事業等）約1億4,800万円
その他（延滞金等）約780万円

健診など保健事業 約5,600万円
その他（総務費等）約1億500万円

一般会計から(低所得世帯税軽減分等)約2億8,900万円

歳出（支出）

納付金
（県へ納めるお金）
約13億1,100万円

約35％

交付金
（国や県からもらうお金）
約25憶4,600万円

約64％

医療費や出産一時金の支払い
約24億5,500万円

約60％

均等割額
所得割率
賦課限度額（上限額）

56,400円
11.60％
80万円

48,440円
8.88％
66万円

7,960円増
2.72ポイント増

14万円増

改定後（令和6・7年度） 改定前（令和4・5年度） 比　較
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「６（む）４（し）」にちなんで6月４日～10日は 歯と口の健康週間

　北谷町では今年度中に40歳・50歳・60歳・70歳にな
る北谷町民の方に歯周病疾患検診受診券（自己負担０円）
を送付します。対象の方は指定医療機関に予約後、受診で
きます。受診券の有効期間は令和６年６月１日から令和７
年２月28日となります。

◎対象：北谷町にお住まいの障がい者
や障がい児、発達が気になる児、ま
たはそのご家族
◎内容：障害のある方の様々なお悩み
について、ご相談に応じます。（必
要な情報のご提供や障害福祉サービ
スの利用支援、権利擁護のために必
要な援助　等）
◎相談方法：電話相談、役場での来庁
相談、ご自宅での訪問相談　等

北谷町では、障がい者相談支援事業を、以下の事業所の相談員（社会福祉士や
精神保健福祉士等）に委託しています。

　令和６年４月３日沖縄気象台から沖縄本島全域に津波警報が発表さ
れました。
　津波警報発表後、高台に避難するためとみられる車両の渋滞が発生し、
車が進行できない状態が続きました。幸いにして津波による大きな被害
はありませんでしたが、津波災害の恐れがあるときは、渋滞に巻き込ま
れ逃げ遅れる可能性があるため、可能な限り車は使わないことを心がけ
ましょう。
　津波到達時刻までに高台まで避難することが出来ない場合は、近くの
津波一時避難ビルや鉄筋コンクリート製のできるだけ高い建物に逃げま
しょう。
　日頃から津波一時避難ビルや避難経路を確認しておきましょう。

お問い合わせ　保健衛生課　健康係 （北谷町保健相談センター）　☎936-4336

お問い合わせ　福祉課　障害福祉係 （内線2121・2122）

津波災害のおそれがある時は「原則、徒歩避難！」

お問い合わせ　基地・安全対策課　住民安全係　☎936-1234（内線1413）

「しばらく歯科医院に行っていない」そんなあなたに 知ってほしい！
歯周病が家計を

圧迫することを

歯周病になると
●糖尿病
●循環器疾患
●認知症等のリスク 

医療費の出費増

NTTデータ経営研究所調べ
40～45歳時点の歯の残存本数を基準に70歳までに（30年後）
かかる医療費自己負担を推計

障がい者相談支援事業のご案内障がい者相談支援事業のご案内
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バランスアップ
栄養教室

※がん検診は40歳以上が対象です。（ただし、肺がん検診（喀痰検査）は50歳以上で該当者のみ、胃がん検診（胃カメラ検査）
は50歳以上で年度末年齢が偶数年齢の方のみが対象です。）

★集団健(検)診を早期予約された方には、事前に「検便検査キット」・「事前記入票（Web問診用QRコード）」
等をご自宅へ郵送します。健診日から５日前になっても届かない場合は、中部地区医師会検診センター検診係
☎979-7062にご連絡ください。

お問い合わせ　保健衛生課　健康係 （北谷町保健相談センター）  ☎936-4336

お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336

　北谷町食育推進計画の基本施策４「地産地消、環境
に配慮した食育」について掲載します。
　地域産の農水産物に乏しい本町においては、沖縄県の
農林水産物を中心にした地産地消を目指して食育を推進
しております。

　マンゴーは、沖縄県を代表する熱帯果樹で、6月～9月
に旬を迎えます。
　亜熱帯地域の特性を生かして沖縄で栽培されるマン
ゴーは、とろけるような深い甘さと適度な酸味が特徴で
す。免疫力を高めるビタミンCと身体からナトリウムを
排出するカリウムを豊富に含み、生活習慣病の予防にも
期待できます。

【連続掲載 第31回
みんなで知ろう！食育のこと】

健診（特定健診）・がん検診のお知らせ
～集団健（検）診のご案内～  土日や公民館等で受診

～個別健（検）診のご案内～ 病院や検診機関で受診 （希望の医療機関に直接ご予約ください）

夏を乗り切るバランス食生活！

15名（先着順）7月18日（木）申込〆切
お電話又はQRコードからのお申込みお待ちしております。

★場所：北谷町保健相談センター
            （北谷町字桑江731）
★日時：令和6年7月25日（木）
   午前9時～午後1時（受付午前8時45分～）

★対象：19歳以上の北谷町民
★料金：無料
★持ち物：エプロン・三角巾

6月の旬食材
  マンゴー

今回は、マンゴーを紹介します。

申込先 担当：小波津・竹下（栄養士）（午前9時～午後5時【正午～午後1時を除く】）

月　日
６月４日（火）
６月９日（日）
６月17日（月）
６月28日（金）
７月４日（木）
７月８日（月）

上勢区公民館
ちゃたんニライセンター
北前区公民館
砂辺区公民館
謝苅区公民館
栄口区公民館

（５月19日まで）
（５月22日まで）
（５月30日まで）
 ６月12日まで
 ６月18日まで
 ６月20日まで

―
○
―
―
―
―

所在地 基本健診

○

○

○

○

―

―

―

○

―

○

○

○

○

○

○

○

○

―

バリウム

胃がん

胃カメラ (※) 胸部レントゲン
大腸がん

肺がん

喀痰（※)
お申込み

936-8290

926-1313

936-1111

中部地区医師会検診センター

たまきクリニック

こばし内科クリニック

医療機関名
（健診とがん検診が受け
られる町内の医療機関）

北谷町

場　所 早期予約締切日 託児
（予約時に申込み必要）

お申込み・
お問い合わせ

北谷町
保健相談センター
☎936-4336

健（検）診の最新情報や集団健（検）診のインターネット予約はこちら➡
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バランスアップ
栄養教室

※がん検診は40歳以上が対象です。（ただし、肺がん検診（喀痰検査）は50歳以上で該当者のみ、胃がん検診（胃カメラ検査）
は50歳以上で年度末年齢が偶数年齢の方のみが対象です。）

★集団健(検)診を早期予約された方には、事前に「検便検査キット」・「事前記入票（Web問診用QRコード）」
等をご自宅へ郵送します。健診日から５日前になっても届かない場合は、中部地区医師会検診センター検診係
☎979-7062にご連絡ください。

お問い合わせ　保健衛生課　健康係 （北谷町保健相談センター）  ☎936-4336

お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336

　北谷町食育推進計画の基本施策４「地産地消、環境
に配慮した食育」について掲載します。
　地域産の農水産物に乏しい本町においては、沖縄県の
農林水産物を中心にした地産地消を目指して食育を推進
しております。

　マンゴーは、沖縄県を代表する熱帯果樹で、6月～9月
に旬を迎えます。
　亜熱帯地域の特性を生かして沖縄で栽培されるマン
ゴーは、とろけるような深い甘さと適度な酸味が特徴で
す。免疫力を高めるビタミンCと身体からナトリウムを
排出するカリウムを豊富に含み、生活習慣病の予防にも
期待できます。

【連続掲載 第31回
みんなで知ろう！食育のこと】

健診（特定健診）・がん検診のお知らせ
～集団健（検）診のご案内～  土日や公民館等で受診

～個別健（検）診のご案内～ 病院や検診機関で受診 （希望の医療機関に直接ご予約ください）

夏を乗り切るバランス食生活！

15名（先着順）7月18日（木）申込〆切
お電話又はQRコードからのお申込みお待ちしております。

★場所：北谷町保健相談センター
            （北谷町字桑江731）
★日時：令和6年7月25日（木）
   午前9時～午後1時（受付午前8時45分～）

★対象：19歳以上の北谷町民
★料金：無料
★持ち物：エプロン・三角巾

6月の旬食材
  マンゴー

今回は、マンゴーを紹介します。

申込先 担当：小波津・竹下（栄養士）（午前9時～午後5時【正午～午後1時を除く】）

月　日
６月４日（火）
６月９日（日）
６月17日（月）
６月28日（金）
７月４日（木）
７月８日（月）

上勢区公民館
ちゃたんニライセンター
北前区公民館
砂辺区公民館
謝苅区公民館
栄口区公民館

（５月19日まで）
（５月22日まで）
（５月30日まで）
 ６月12日まで
 ６月18日まで
 ６月20日まで
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バリウム

胃がん

胃カメラ (※) 胸部レントゲン
大腸がん

肺がん

喀痰（※)
お申込み

936-8290

926-1313

936-1111

中部地区医師会検診センター

たまきクリニック

こばし内科クリニック

医療機関名
（健診とがん検診が受け
られる町内の医療機関）

北谷町

場　所 早期予約締切日 託児
（予約時に申込み必要）

お申込み・
お問い合わせ

北谷町
保健相談センター
☎936-4336

健（検）診の最新情報や集団健（検）診のインターネット予約はこちら➡
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「６（む）４（し）」にちなんで6月４日～10日は 歯と口の健康週間

　北谷町では今年度中に40歳・50歳・60歳・70歳にな
る北谷町民の方に歯周病疾患検診受診券（自己負担０円）
を送付します。対象の方は指定医療機関に予約後、受診で
きます。受診券の有効期間は令和６年６月１日～令和７年
２月28日となります。

◎対象：北谷町にお住まいの障がい者
や障がい児、発達が気になる児、ま
たはそのご家族
◎内容：障害のある方の様々なお悩み
について、ご相談に応じます。（必
要な情報のご提供や障害福祉サービ
スの利用支援、権利擁護のために必
要な援助　等）
◎相談方法：電話相談、役場での来庁
相談、ご自宅での訪問相談　等

北谷町では、障がい者相談支援事業を、以下の事業所の相談員（社会福祉士や
精神保健福祉士等）に委託しています。

　令和６年４月３日沖縄気象台から沖縄本島全域に津波警報が発表さ
れました。
　津波警報発表後、高台に避難するためとみられる車両の渋滞が発生し、
車が進行できない状態が続きました。幸いにして津波による大きな被害
はありませんでしたが、津波災害の恐れがあるときは、渋滞に巻き込ま
れ逃げ遅れる可能性があるため、可能な限り車は使わないことを心がけ
ましょう。
　津波到達時刻までに高台まで避難することが出来ない場合は、近くの
津波一時避難ビルや鉄筋コンクリート製のできるだけ高い建物に逃げま
しょう。
　日頃から津波一時避難ビルや避難経路を確認しておきましょう。

お問い合わせ　保健衛生課　健康係 （北谷町保健相談センター）　☎936-4336

お問い合わせ　福祉課　障害福祉係 （内線2121・2122）

津波災害のおそれがある時は「原則、徒歩避難！」

お問い合わせ　基地・安全対策課　住民安全係　☎936-1234（内線1413）

「しばらく歯科医院に行っていない」そんなあなたに 知ってほしい！
歯周病が家計を

圧迫することを

歯周病になると
●糖尿病
●循環器疾患
●認知症等のリスク 

医療費の出費増

NTTデータ経営研究所調べ
40～45歳時点の歯の残存本数を基準に70歳までに（30年後）
かかる医療費自己負担を推計

障がい者相談支援事業のご案内障がい者相談支援事業のご案内
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※がん検診は40歳以上が対象です。（ただし、肺がん検診（喀痰検査）は50歳以上で該当者のみ、胃がん検診（胃カメラ検査）
は50歳以上で年度末年齢が偶数年齢の方のみが対象です。）
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等をご自宅へ郵送します。健診日から５日前になっても届かない場合は、中部地区医師会検診センター検診係
☎979-7062にご連絡ください。

お問い合わせ　保健衛生課　健康係 （北谷町保健相談センター）  ☎936-4336

お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336お問い合わせ  保健衛生課  健康係  ☎936-4336

　北谷町食育推進計画の基本施策４「地産地消、環境
に配慮した食育」について掲載します。
　地域産の農水産物に乏しい本町においては、沖縄県の
農林水産物を中心にした地産地消を目指して食育を推進
しております。

　マンゴーは、沖縄県を代表する熱帯果樹で、6月～9月
に旬を迎えます。
　亜熱帯地域の特性を生かして沖縄で栽培されるマン
ゴーは、とろけるような深い甘さと適度な酸味が特徴で
す。免疫力を高めるビタミンCと身体からナトリウムを
排出するカリウムを豊富に含み、生活習慣病の予防にも
期待できます。

【連続掲載 第31回
みんなで知ろう！食育のこと】

健診（特定健診）・がん検診のお知らせ
～集団健（検）診のご案内～  土日や公民館等で受診

～個別健（検）診のご案内～ 病院や検診機関で受診 （希望の医療機関に直接ご予約ください）

夏を乗り切るバランス食生活！

15名（先着順）7月18日（木）申込〆切
お電話又はQRコードからのお申込みお待ちしております。

★場所：北谷町保健相談センター
            （北谷町字桑江731）
★日時：令和6年7月25日（木）
   午前9時～午後1時（受付午前8時45分～）

★対象：19歳以上の北谷町民
★料金：無料
★持ち物：エプロン・三角巾

6月の旬食材
  マンゴー

今回は、マンゴーを紹介します。

申込先 担当：小波津・竹下（栄養士）（午前9時～午後5時【正午～午後1時を除く】）

月　日
６月４日（火）
６月９日（日）
６月17日（月）
６月28日（金）
７月４日（木）
７月８日（月）

上勢区公民館
ちゃたんニライセンター
北前区公民館
砂辺区公民館
謝苅区公民館
栄口区公民館

（５月19日まで）
（５月22日まで）
（５月30日まで）
 ６月12日まで
 ６月18日まで
 ６月20日まで
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936-1111

中部地区医師会検診センター

たまきクリニック

こばし内科クリニック

医療機関名
（健診とがん検診が受け
られる町内の医療機関）

北谷町

場　所 早期予約締切日 託児
（予約時に申込み必要）

お申込み・
お問い合わせ

北谷町
保健相談センター
☎936-4336

健（検）診の最新情報や集団健（検）診のインターネット予約はこちら➡
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地域 フラッシュ

　3月31日（日）新一年生を祝う会・もちつき会を行いました。 
　桃原区では今年度、小学生23名中学生30名の計53名の子ど
も達が新たな門出を迎えました。イベント当日はあいにくの天
気となりましたが多くの区民が参加し、もちつき会や鯉のぼり
手形、ギネス世界記録保持者のフリースタイルフットボーラー
KAZAさんによるパフォーマンス
ショーなど、盛りだくさんの会と
なり大いに賑わいました。 
　新入生と保護者の皆様が素晴ら
しい学生生活を過ごせますようみ
んなで支え、励まし、育んでいきま
しょう。 
（桃原区広報通信員　金城千恵美）

　4月17日（水）宮城区公民館で区内
の「つぼみっ子保育園」園児11名をお
招きして、鯉のぼり掲揚式をしました。 
　「鯉のぼり」の歌に合わせて「よい
しょ・よいしょ」と力強くロープを引っ
張って青空に元気よく泳がせることが
できました。 
　自治会長は「子ども達の健やかな
成長と健康を願います」と話し、子
どもたちにお菓子のプレゼント。満面
の笑みを浮かべていました。 
　お手伝いして頂きました宮城区脳トレ麻雀教室の皆さま、お疲
れさまでした。
（宮城区広報通信員　喜舎場加代子） 

　３月24日(日)桑江区公民館にて、桑江区学推協主催の新一年生
歓迎会が開催され、13名のかわいい新一年生が参加し、舞台の上
でマイクを使い上手に自己紹介をしました。 
　沖縄警察署、北谷第二小の校長先生、若松会の会長、民生委員
児童委員と、多くの方がお祝いに駆けつけてくれ、とても賑やかで楽
しい時間を過ごすことができました。 
　桑江区にあるケーキ屋さんからシフォンケーキのプレゼントもあ
り、子ども達が嬉しそうに食べていました。最後には、警察、学推協
からたくさんのプレゼントをもらい、お菓子もたくさん持って「また来
るね～！」と、みんなニコニコで帰っていきました。

新一年生歓迎会
桑
江
区

　3月13日（水）謝苅公民館で新一年生を祝う会としてカレー
パーティーが開かれました。カレーパーティーの材料として
使われたジャガイモは、謝苅区の有志が農園で育てたものが
振る舞われました。 
　新一年生の対象者46名に謝苅子供会から、図書券、筆記用具
がプレゼントされ、沖縄警察
署からは、交通安全の冊子。
また、北玉小学校の校長先
生、北谷中学校の校長先生か
らは、激励のお言葉をもらい
ました。 
（謝苅区広報通信員　當銘擴） 

新一年生を祝う会
謝
苅
区

新一年生を祝う会・
もちつき会

桃
原
区

鯉のぼり掲揚式 宮
城
区
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ニライの都市 北谷町

　今月は北玉区の素敵処を紹介しま～す☆ 
　北玉区の住宅街にポツンとある野菜無人販売所。オール
100円で新鮮な美味しい野菜が買えると噂を聞きつけ訪ねて
みました。 
　「百円市」とのぼりを掲げ、収穫したばかりの野菜や果物
があり、地元の方々だけでなく、近くでお仕事をしているネ
パールの方にも大人気の販売所です。 
　「イチョウバ。この野菜は喘息に効く野菜だよ。」と教え
てくれたのは、“ゆうふく畑人（ハルサー）会”のメンバー。５
名程のメンバーが野菜をこちらに置いているとのこと。販売
所の側には綺麗なお花も植えており、バラの香りが遠き日の
初恋の香りを思い出すとやら。粋なお兄様達で、おしゃべり
も楽しく推しメンにおすすめです。 
（北玉区広報通信員　島袋みゆき）

　4月14日(日)上勢区公民館で「令
和6年度新一年生ご入学おめでと
う会」が自治会及び学推協上勢支
部主催で開催されました。 
　上勢区は北谷小と北谷第二小
の校区があり、それぞれの校長
先生や児童会のお兄さんお姉さ
んが参加してくれました。また
交番のお巡りさんも交通安全の
お話しをしてくれました。入学式から日も浅く、まだまだ小
学校に馴染んでない1年生ですが、民生児童委員や母子推進員
等自治会の皆さんも会の運営に協力して貰い、参加した12人
は元気一杯お祝いを楽しみました。
（上勢区広報通信員　與那覇政彦）

　4月29日(月)に美浜区公民館
講座「区民移動学習in伊江島」
を開催しました。 
　計45名が参加し、伊江村で行われる「伊江島ゆり祭り」に出かけま
した。公園では、白やオレンジ、ピンクなど100種100万輪のゆりがお出
迎え。多くの参加者が「こんなに沢山の種類があるとは知らなかった。」
「すごくきれいに咲いている。」と笑顔を見せました。 
　午後は伊江島の誇る城山、通称「伊江島タッチュー」で登山体験。
今年85歳を迎える砂川さんも登山に挑戦。見事、海抜172m291段
の階段を登りきり、頂上に到達できました。綺麗な景色を背景に記念
撮影をパチリ。 
　今年度も沢山の楽しい講座を企画しております。チラシや美浜区
ホームページなどを確認してみてください。皆さんのご参加お待ちして
おります(*^^*) 
（美浜区広報通信員　仲地夕華） 

区民移動学習
in伊江島

美
浜
区

野菜無人販売所北
玉
区

新一年生ご入学
おめでとう会

上
勢
区

　私たちのくらしに欠かせない「水道」について、みな
さまに理解を深めていただくための水道週間がはじまり
ます。
　日本は世界でも数少ない、蛇口から直接水が飲めると
いう世界に誇れる水道を維持しています。この財産を次
世代に受け継いでいけるよう、この機会にみんなで水道
の大切さについて考えてみませんか。
　上下水道課では非常時に給水ができるよう、消火栓等
につなげて水を供給する応急給水栓や組立式の給水タン
ク、給水袋を備えています。

応急給水栓 組立式の給水タンク 給水袋（6リットル）

「たいせつに みずはみんなの たからもの」
６月１日～７日は

第66回「水道週間」です

お問い合わせ　上下水道課　水道施設係　☎936-1234（内線6130）
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大安・とり 赤口・いぬ 先勝・ゐ 友引・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う

友引・たつ 先負・み 仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ

先負・ゐ 仏滅・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う 友引・たつ 先負・み

仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ 先負・ゐ 仏滅・ね

大安・うし

旧4月25日

旧4月26日 旧4月27日 旧4月28日 旧4月29日 旧5月1日 旧5月2日 旧5月3日

旧5月4日 旧5月5日 旧5月6日 旧5月7日 旧5月8日 旧5月9日 旧5月10日

旧5月11日 旧5月12日 旧5月13日 旧5月14日 旧5月15日 旧5月16日 旧5月17日

旧5月18日 旧5月19日 旧5月20日 旧5月21日 旧5月22日 旧5月23日 旧5月24日

旧5月25日

慰霊の日

休館日

休館日

休館日

慰霊の日／休館日

休館日

15土
16日

31
30日

8 土
9 日

22土
23日

26水

27木

土29

28金

2 日
1 土

4 火

3 月

5 水

6 木

7 金

11火

10月

12水

13木

14金

18火

17月

19水

20木

21金

25火

24月

10：00
10：00
13：00

書道教室
フラサークル
カラオケサークル

14：00
14：00

老連囲碁クラブ
男の貯筋クラブ
（福祉課）

10：00
10：00
13：00

書道教室
フラサークル
カラオケサークル

14：00
14：00

老連囲碁クラブ
男の貯筋クラブ
（福祉課）

10：00
10：00
13：00

書道教室
フラサークル
カラオケ（フラ）

14：00
14：00

老連囲碁クラブ
男の貯筋クラブ
（福祉課）

10：00
10：00
13：00

書道教室
フラサークル
カラオケ（フラ）

14：00
14：00

老連囲碁クラブ
男の貯筋クラブ
（福祉課）

09：30健康体操教室 14：00 琉球舞踊教室

10：00 男性レクサークル 13：00 カラオケサークル

10：00 男性レクサークル 13：00 カラオケサークル

09：30健康体操教室 14：00 琉球舞踊教室

10：00
10：00

大正琴教室
男性レクサークル

13：00 カラオケサークル

09：30
13：00

健康体操教室
カラオケサークル

14：00 古典音楽教室

10：00
14：00

老連レクサークル
筝曲教室

14：00 沖縄民謡教室

09：30
13：00

健康体操教室
カラオケサークル

14：00 古典音楽教室

10：00
14：00

老連レクサークル
筝曲教室

14：00 沖縄民謡教室

09：30
14：00

健康体操教室
琉球舞踊教室

14：00 唄のさんぽ道
（カラオケ）

10：00
10：00

大正琴教室
男性レクサークル

13：00 カラオケサークル

09：30
13：00

健康体操教室
カラオケサークル

14：00 古典音楽教室

10：00
14：00

老連レクサークル
筝曲教室

14：00 沖縄民謡教室

09：30
13：00

健康体操教室
カラオケサークル

13：00
14：00

着付け
古典音楽教室

10：00
14：00

老連レクサークル
筝曲教室

14：00 沖縄民謡教室

09：30
14：00

健康体操教室
琉球舞踊教室

14：00 唄のさんぽ道
（カラオケ）☎921-7171

金 Friday 土 SaturdayWednesday 木 Thursday

北谷町
青少年支援センター
【場所】ちゃたんニライセンター２階
〇なんでも教育相談：月～金 9時～17時
［いじめ、不登校、ひきこもり、教育問題全般］
※カウンセリングも行っています（要受付）

☎936-3424ふくしなんでも相談

▶社会福祉
　協議会 お問い合わせ ☎936-2940

【場所】北谷町社会福祉協議会
●一般相談 月～金（祝日除く） 9時～17時
●法律相談 ５日（水） 14時～16時 (要予約)

▼
北
谷
町
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
　
北
谷
町
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会
お
問
い
合
わ
せ

☎
9
3
6-

3
5
2
1

あ
り
ん
く
り
ん 

令
和
６
年
５
月
日
程
表

あ
り
ん
く
り
ん 

令
和
６
年
５
月
日
程
表

0120-773-537 防災行政無線放送聞き直しフリーダイヤル防災行政無線放送聞き直しフリーダイヤル
右記フリーダイヤルにかけることで、防災行政
無線で放送された情報やお知らせ等を新しい
放送から順に内容を確認することができます。

0120-306-251
0120-306-252

0120-306-253
0120-306-254

■健康相談
■ふくしなんでも相談　
（法律相談）

■消費者生活相談室
■特設人権相談

■健康相談
■3歳児健診

■消費者生活相談室
■1歳6か月児健診

■健康相談
■弁護士による女性法律
相談、性の多様性に関
する相談

■消費者生活相談室
■人権行政町民無料法律 
相談

■乳児一般健診

■健康相談 ■消費者生活相談室

弁護士による女性法律相談、性の多様性に関する相談（無料相談）
琉球大学ロースクール教員、学生もご相談に入ります。守秘義務は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
性の多様性に関しては、法律相談以外のご相談も承ります。例えば…「これってDV？離婚はできる？親権は？」「同性
パートナーに財産を残すには？」「セクシャルマイノリティの従業員の配慮はどうしたらいいのか？」等々
日　時 6月19日（水）10時～16時（12～13時は除く） ※事前予約が必要です
場　所 北谷町役場 会議室　　お問い合わせ  北谷町役場 町長室 秘書広報係 ☎936-1234（内線1110）
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13126 27 28 29 30 仏滅・さる

大安・とり 赤口・いぬ 先勝・ゐ 友引・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う

友引・たつ 先負・み 仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ

先負・ゐ 仏滅・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う 友引・たつ 先負・み

仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ 先負・ゐ 仏滅・ね

大安・うし

旧4月25日

旧4月26日 旧4月27日 旧4月28日 旧4月29日 旧5月1日 旧5月2日 旧5月3日

旧5月4日 旧5月5日 旧5月6日 旧5月7日 旧5月8日 旧5月9日 旧5月10日

旧5月11日 旧5月12日 旧5月13日 旧5月14日 旧5月15日 旧5月16日 旧5月17日

旧5月18日 旧5月19日 旧5月20日 旧5月21日 旧5月22日 旧5月23日 旧5月24日

旧5月25日

慰霊の日

町民カレンダー2024（令和6）年

6
JUNE 水無月

就職・生活支援相談就職・生活支援相談
平　日

10時～12時 13時～16時
▼福祉課 地域福祉係  
お問い合わせ ☎982-7719

お問い合わせ ☎923-0881

▼沖縄県就職・生活支援
　パーソナルサポートセンター 

消費生活相談室消費生活相談室
毎週 木曜日

10時～12時 13時～16時
【場所】北谷町役場2階 205会議室
※相談は無料。 電話相談も可能です。

お問い合わせ ☎936-1234
（内3320）

健 康 相 談健 康 相 談
毎週 水曜日
9時 ～11時30分

【場所】保健相談センター
お問い合わせ ☎936-4336

お問い合わせ ☎936-1234
（内1112）

人権・行政・町民
無料法律相談

【場所】北谷町役場1階
　　   レセプションホール
　　　　※会場変更の可能性あり

▼町長室 秘書広報係

毎月 第３木曜日
今月は20日

10時～12時、13時～16時
※弁護士のご相談は15時まで 

※事前予約は受け付けておりませんので、当
日会場にお越しください。
※当日9時30分から整理券を配布します。
※当相談の対象者は北谷町内在住・勤務者に
限ります。

☎921-7171（宮城）児童館わくわく☎936-0708ハッピー（北玉）児童館☎936-4000わんぱく（上勢桑江）児童館

日 Sunday 月 Monday 火 Tuesday 水 Wednesday 木

北谷町内において、米軍の航空機騒音がうるさいとき等米軍基地から
派生する問題については、上記フリーダイヤルへご連絡ください。

北谷町航空機騒音等
苦情フリーダイヤル 0120-773-537

右記フリーダイヤルにかけることで、防災行政
無線で放送された情報やお知らせ等を新しい
放送から順に内容を確認することができます。

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね旧1月21

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね

■健康相談
■ふくしなんでも相談　
（法律相談）

■消費者生活相談室
■特設人権相談

■健康相談
■3歳児健診

■消費者生活相談室
■1歳6か月児健診

■沖縄県議会議員一般選挙 ■健康相談
■弁護士による女性法律
相談、性の多様性に関
する相談

■消費者生活相談室
■人権行政町民無料法律 
相談

■ことばと育ちの相談
（場所：育ちの支援センター
「いっぽ」）※要予約

■健康相談 ■消費者生活相談室

・北谷町児童館交流会
・ファミリー製作day
※詳細は決まり次第、公式LINE・ホームページにて
　お知らせします。

【
６
月
の
行
事
】

11日（火）、12日（水）
ハッピーワークショップ（父の日製作）
19日（水）フラフープ認定会
22日（土）すまいるカフェ

【
６
月
の
行
事
】

・コマ・けん玉認定会
・認定会強化月間
※日程が決まり次第、児童館だよりやホームページ
　にてお知らせします。

【
６
月
の
行
事
】

弁護士による女性法律相談、性の多様性に関する相談（無料相談）
琉球大学ロースクール教員、学生もご相談に入ります。守秘義務は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
性の多様性に関しては、法律相談以外のご相談も承ります。例えば…「これってDV？離婚はできる？親権は？」「同性
パートナーに財産を残すには？」「セクシャルマイノリティの従業員の配慮はどうしたらいいのか？」等々
日　時 6月19日（水）10時～16時（12～13時は除く） ※事前予約が必要です
場　所 北谷町役場 会議室　　お問い合わせ  北谷町役場 町長室 秘書広報係 ☎936-1234（内線1110）
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13126 27 28 29 30 仏滅・さる

大安・とり 赤口・いぬ 先勝・ゐ 友引・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う

友引・たつ 先負・み 仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ

先負・ゐ 仏滅・ね 大安・うし 赤口・とら 先勝・う 友引・たつ 先負・み

仏滅・うま 大安・ひつじ 赤口・さる 先勝・とり 友引・いぬ 先負・ゐ 仏滅・ね

大安・うし

旧4月25日

旧4月26日 旧4月27日 旧4月28日 旧4月29日 旧5月1日 旧5月2日 旧5月3日

旧5月4日 旧5月5日 旧5月6日 旧5月7日 旧5月8日 旧5月9日 旧5月10日

旧5月11日 旧5月12日 旧5月13日 旧5月14日 旧5月15日 旧5月16日 旧5月17日

旧5月18日 旧5月19日 旧5月20日 旧5月21日 旧5月22日 旧5月23日 旧5月24日

旧5月25日

慰霊の日

町民カレンダー2024（令和6）年

6
JUNE 水無月

就職・生活支援相談就職・生活支援相談
平　日

10時～12時 13時～16時
▼福祉課 地域福祉係  
お問い合わせ ☎982-7719

お問い合わせ ☎923-0881

▼沖縄県就職・生活支援
　パーソナルサポートセンター 

消費生活相談室消費生活相談室
毎週 木曜日

10時～12時 13時～16時
【場所】北谷町役場2階 205会議室
※相談は無料。 電話相談も可能です。

お問い合わせ ☎936-1234
（内3320）

健 康 相 談健 康 相 談
毎週 水曜日
9時 ～11時30分

【場所】保健相談センター
お問い合わせ ☎936-4336

お問い合わせ ☎936-1234
（内1112）

人権・行政・町民
無料法律相談

【場所】北谷町役場1階
　　   レセプションホール
　　　　※会場変更の可能性あり

▼町長室 秘書広報係

毎月 第３木曜日
今月は20日

10時～12時、13時～16時
※弁護士のご相談は15時まで 

※事前予約は受け付けておりませんので、当
日会場にお越しください。
※当日9時30分から整理券を配布します。
※当相談の対象者は北谷町内在住・勤務者に
限ります。

☎921-7171（宮城）児童館わくわく☎936-0708ハッピー（北玉）児童館☎936-4000わんぱく（上勢桑江）児童館

日 Sunday 月 Monday 火 Tuesday 水 Wednesday 木

北谷町内において、米軍の航空機騒音がうるさいとき等米軍基地から
派生する問題については、上記フリーダイヤルへご連絡ください。

北谷町航空機騒音等
苦情フリーダイヤル 0120-773-537

右記フリーダイヤルにかけることで、防災行政
無線で放送された情報やお知らせ等を新しい
放送から順に内容を確認することができます。

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね旧1月21

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね

旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね
旧1月21日・先負・ね

■健康相談
■ふくしなんでも相談　
（法律相談）

■消費者生活相談室
■特設人権相談

■健康相談
■3歳児健診

■消費者生活相談室
■1歳6か月児健診

■沖縄県議会議員一般選挙 ■健康相談
■弁護士による女性法律
相談、性の多様性に関
する相談

■消費者生活相談室
■人権行政町民無料法律 
相談

■ことばと育ちの相談
（場所：育ちの支援センター
「いっぽ」）※要予約

■健康相談 ■消費者生活相談室

・北谷町児童館交流会
・ファミリー製作day
※詳細は決まり次第、公式LINE・ホームページにて
　お知らせします。

【
６
月
の
行
事
】

11日（火）、12日（水）
ハッピーワークショップ（父の日製作）
19日（水）フラフープ認定会
22日（土）すまいるカフェ

【
６
月
の
行
事
】

・コマ・けん玉認定会
・認定会強化月間
※日程が決まり次第、児童館だよりやホームページ
　にてお知らせします。

【
６
月
の
行
事
】

弁護士による女性法律相談、性の多様性に関する相談（無料相談）
琉球大学ロースクール教員、学生もご相談に入ります。守秘義務は厳守いたしますので、安心してご相談ください。
性の多様性に関しては、法律相談以外のご相談も承ります。例えば…「これってDV？離婚はできる？親権は？」「同性
パートナーに財産を残すには？」「セクシャルマイノリティの従業員の配慮はどうしたらいいのか？」等々
日　時 6月19日（水）10時～16時（12～13時は除く） ※事前予約が必要です
場　所 北谷町役場 会議室　　お問い合わせ  北谷町役場 町長室 秘書広報係 ☎936-1234（内線1110）
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ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ 検索
http://www.chatan.jp/kosodate/plaza/

●記載した講座は延期・中止など変更となる場合があります。 　●講座で撮影した写真は、北谷町の広報活動（広
報誌やホームページへの掲載）などメディアに使用いたします。　●一時保育預かりは現在行っておりません。

講座のチラシは募集前の週を目途にホームページに公開、北
谷町役場１F、ニライセンター1F入口、各公民館に設置します。チラシの案内①生涯学習プラザ（ニライセンター）１F窓口　②FAXでお申込のうえ送信確

認の要電話　③QRコード（要メールアドレス）　窓口は開館中受付可能（職員
不在時は、警備員に預け可能）。ただし、電話での申込受付はしていません。

申込
方法

お問い合わせ  ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ（平日9時～17時）☎936-3492　FAX 936-5287

生涯学習プラザだより

図書館

☆６月の休館日 ●毎週月曜日　 ●6/23（日）慰霊の日 　　　　　
　　　　　　  ●6/27（木）資料整理日

〈今後のお知らせ〉夏休み・親子屋外学習8/6(火)予定

“大人だって踊ってみたい！” をテーマに、リズムや音楽
に合わせて身体を動かし、ダンスの楽しさを体験します。
大人のためのダンス教室、初開催です。一般成人の方
であれば男女年齢問わずご参加ください。

講　師 玉城 舞乃 氏（ダンスインストラクター）
日　時 令和6年6月13日（木）スタート　19時～21時

①6/13(木)　②6/20(木)　③6/27(木)
④ 7/4(木)　⑤7/18(木)　⑥7/25(木)
※7/11は休み

場　所 ちゃたんニライセンター 2階　セミナー室３
定　員 15名（超えたら抽選）
対　象 町内在住・在勤/一般成人
申込期間 5月22日(水) ～ 6月5日(水) 

※申込み方法は枠外をご確認ください。 
抽選結果 6月7日(金) までに申込者全員へ確

認の連絡
持ち物 運動用の服装、室内シューズ、飲み物、タオル

大人のためのダンス教室
踊ってみよう！ソウルダンス（全６回）

5月よりスタートしている “やってみよう英語でガイド
「うちなぁ家でウトゥイムチ英会話」(全9回)” 講座では、
以下のメンバーを募集しています。

募　集 ① 英語ガイドに興味がある方（引き続き受講生募集）
② 三線ボランティア　　③外国人（ガイド実践日）

実践日 A.6/22(土)　B.7/1(月)　10時～正午予定
※AB参加は1日のみでもOK。本番前に英文テキ
ストを読む講座日を設けています。日程・詳細は
QRコードからWEBをご確認ください。
※また、ガイド実践当日に、参加を希望する外国人
のお知り合いがいたらお声がけください。　

英語ガイド＆三線ボランティア
＆外国人募集♪

６月２３日の慰霊の日に向けて、悲惨な戦争を二度と繰り
返さないためにも平和のありがたさ、命の尊さについて、今
一度考える機会にしてみませんか。

慰霊の日企画展 ～６.２３～「マンガで伝える戦争」

期　間 ６月８日（土）～６月２６日（水）
内　容 戦争や平和についてのマンガの展示

平和関連のＤＶＤの上映（上映時間：１１時と15時）

慰霊の日企画　平和おはなし会
日　時 ６月22日(土)１１時～１１時２０分
場　所 図書館内おはなしのへや　 読み手　富川 りみさん
※どなたでも参加できます　

～ブックスタート スキルアップ講座～「赤ちゃん絵本の選び方」
講　師 松浦 ユウジ氏 （絵本専門士）
日　時 ６月１５日（土）14時～15時半
対　象 読みきかせに興味のある方ならどなたでも
場　所 ちゃたんニライセンター 地下１階講座室
参加費 無料

《一般向け》
●『「生きる力を引き出す」住まい』朝尾 浩康/著
●『インティマシー・コーディネーター』西山 ももこ/著
《中学・高校生向け》
●『能力で人を分けなくなる日』最首 悟/著
●『あなたの言葉を』辻村 深月/著
《児童向け》　　　
●『もったいないばあさんのおばあちゃん』真珠 まりこ/作・絵
●『鳥がおしえてくれること』鈴木 まもる/作

▼ブックスタート
日　時 ６月２６日（水）１０時～14時
対　象 生後４カ月(令和６年２月１日～２月２９日生

まれ)の乳児とその保護者
場　所 北谷町立図書館会議室
▼おはなし会（毎月第１・２・３土曜日）　
場　所 図書館内おはなしのへや
日　時 11時～11時20分

・6/１ （土）ボランティアによるおはなし会 
・6/８ （土）ボランティア「ナルカ」による
  　　おはなし会
・6/15 （土）職員によるおはなし会

☆
定
例
行
事

☆
新
刊
案
内

お問い合わせ  町立図書館　☎936-3542

出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集

☟受付
☟ボランティア受付☟web
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お問い合わせ  ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ 文化事業係  ☎936-3492（平日9時～17時）　 

北谷町自主文化事業2024
北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター20周年記念企画

北谷町自主文化事業2024
北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター20周年記念企画

僕と私とそして君と平和への思いを
組踊で発信しよう！

申込書兼保護者
同意書は

こちらから☞

〈公演について〉 
公 演 名 北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター

20周年記念企画　創作組踊「対馬丸」
公 演 日 令和６年10月12日（土）　

開演14時、18時（2回公演）
目　　的 本作品を通して平和を考える心、郷土の文化を

愛する心を育成し組踊上演を行う。また
上演をとおし「平和を考える場」として

平和推進を図ります。

〈応募について〉 
応募対象 小学校4年生から中学校3年生
応募方法 申込書兼保護者同意書を提出してください
応募期間 令和６年５月２０日（月）～６月７日（金）
提 出 先 ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ事務所
〈稽古について〉 
稽古日程 毎週火曜日17：30～19：30（6月11日より開始）
稽 古 場 ちゃたんニライセンター２階 セミナー室

電子申請が利用できます！
北谷町では、以下の手続を電子申請で行うことができるようになりました。
電子申請を利用することで、役場に行かなくても24時間どこでも手続を行うことができます。
なお、電子申請にはスマートフォンやパソコン等が必要となり、手続によってはマイナンバーカードも必要になります。詳
しくは北谷町公式ホームページをご確認ください。  ※これまでどおり書面で手続することも可能ですので、希望する方法でお手続ください。

電
子
申
請
を
行
え
る
手
続

【固定資産税】
●家屋滅失届出
●固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出
【母子保健】
●妊娠の届出
【児童手当】
●受給事由消滅の届出
●未支払の児童手当等の請求
●児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認
定請求

●児童手当等に係る寄附の申出
●受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
●児童手当に係る寄附変更等の申出
●氏名変更／住所変更等の届出
●受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更
等の申出

●児童手当等の額の改定の請求及び届出
●児童手当等の現況届
【児童扶養手当】
●児童扶養手当の現況届の事前送信
【保　　育】
●支給認定の申請　●保育施設等の利用申込　●保育施設等の現況届
その他実施可能な手続きを随時北谷町公式ホームページに掲載します。
右記のQRコードを読み込むことで、北谷町公式ホームページの電子申請のページにアクセスできます。

【介　　護】
●要介護・要支援認定の申請
●要介護・要支援更新認定の申請
●要介護・要支援状態区分変更認定の申請
●居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出
●介護保険負担割合証の再交付申請
●被保険者証の再交付申請
●高額介護（予防）サービス費の支給申請
●介護保険負担限度額認定申請
●居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
●居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
●住所移転後の要介護・要支援認定申請
【被災者支援】
●罹災証明書の発行申請
【転入転出】
●引越しワンストップサービス
【選　　挙】
●名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における
不在者投票等の投票用紙等の請求

●投票立会人登録申請

出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集
学童疎開船「対馬丸」を題材に芥川賞作家の大城立裕氏の原作を創作組踊として上演します。
それに併せ学童児役として、小・中学生から出演者を募集します。
公演のお稽古でしっかり組踊を学ぶことができます!!

創作組踊 対馬丸
そうさくくみおどり つしままる

原作 
大城立裕
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お問い合わせ  ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ 文化事業係  ☎936-3492（平日9時～17時）　 

北谷町自主文化事業2024
北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター20周年記念企画

北谷町自主文化事業2024
北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター20周年記念企画

僕と私とそして君と平和への思いを
組踊で発信しよう！

申込書兼保護者
同意書は

こちらから☞

〈公演について〉 
公 演 名 北谷町平和推進祈念・ちゃたんニライセンター

20周年記念企画　創作組踊「対馬丸」
公 演 日 令和６年10月12日（土）　

開演14時、18時（2回公演）
目　　的 本作品を通して平和を考える心、郷土の文化を

愛する心を育成し組踊上演を行う。また
上演をとおし「平和を考える場」として

平和推進を図ります。

〈応募について〉 
応募対象 小学校4年生から中学校3年生
応募方法 申込書兼保護者同意書を提出してください
応募期間 令和６年５月２０日（月）～６月７日（金）
提 出 先 ちゃたんニライセンター 生涯学習プラザ事務所
〈稽古について〉 
稽古日程 毎週火曜日17：30～19：30（6月11日より開始）
稽 古 場 ちゃたんニライセンター２階 セミナー室

電子申請が利用できます！
北谷町では、以下の手続を電子申請で行うことができるようになりました。
電子申請を利用することで、役場に行かなくても24時間どこでも手続を行うことができます。
なお、電子申請にはスマートフォンやパソコン等が必要となり、手続によってはマイナンバーカードも必要になります。詳
しくは北谷町公式ホームページをご確認ください。  ※これまでどおり書面で手続することも可能ですので、希望する方法でお手続ください。

電
子
申
請
を
行
え
る
手
続

【固定資産税】
●家屋滅失届出
●固定資産現所有者申告書兼相続人代表者指定届出
【母子保健】
●妊娠の届出
【児童手当】
●受給事由消滅の届出
●未支払の児童手当等の請求
●児童手当等の受給資格及び児童手当の額についての認
定請求

●児童手当等に係る寄附の申出
●受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の申出
●児童手当に係る寄附変更等の申出
●氏名変更／住所変更等の届出
●受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等の変更
等の申出

●児童手当等の額の改定の請求及び届出
●児童手当等の現況届
【児童扶養手当】
●児童扶養手当の現況届の事前送信
【保　　育】
●支給認定の申請　●保育施設等の利用申込　●保育施設等の現況届
その他実施可能な手続きを随時北谷町公式ホームページに掲載します。
右記のQRコードを読み込むことで、北谷町公式ホームページの電子申請のページにアクセスできます。

【介　　護】
●要介護・要支援認定の申請
●要介護・要支援更新認定の申請
●要介護・要支援状態区分変更認定の申請
●居住（介護予防）サービス計画作成（変更）依頼の届出
●介護保険負担割合証の再交付申請
●被保険者証の再交付申請
●高額介護（予防）サービス費の支給申請
●介護保険負担限度額認定申請
●居宅介護（介護予防）福祉用具購入費の支給申請
●居宅介護（介護予防）住宅改修費の支給申請
●住所移転後の要介護・要支援認定申請
【被災者支援】
●罹災証明書の発行申請
【転入転出】
●引越しワンストップサービス
【選　　挙】
●名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における
不在者投票等の投票用紙等の請求

●投票立会人登録申請

出演者募集出演者募集出演者募集出演者募集
学童疎開船「対馬丸」を題材に芥川賞作家の大城立裕氏の原作を創作組踊として上演します。
それに併せ学童児役として、小・中学生から出演者を募集します。
公演のお稽古でしっかり組踊を学ぶことができます!!

創作組踊 対馬丸
そうさくくみおどり つしままる

原作 
大城立裕
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●町　税
町民税や固定資産税など、直接町に
収められる税
●国庫支出金
国が地方公共団体に対して支出する
負担金、委託費、特定の施策の奨励
又は財政援助のための補助金等
●地方交付税
町の財政力に応じて国から交付され
るお金
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６
年
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主
な
事
業
計
画

歳出 188億１千万円歳入 188億１千万円

総務費
12.5%

町税
33.4%

繰入金
11.7%

県支出金
9.0%

自主財源
51.2%

依存財源
48.6%

国庫支出金
21.5%

地方交付税
6.3%

民生費
31.2%

衛生費
6.2%

教育費
28.7%

土木費
7.7%

公債費
3.9%

議会費 0.8%

労働費 0.1%
消防費 2.5%

商工費 1.4%

予備費 0.3%諸支出金 2.4%依存財源・その他 4.5%

自主財源・その他 3.6%
国有提供施設等所在
市町村助成交付金 1.2%

財産収入 2.5%

町債 3.0% 災害復旧費 0.0%

歳出総額
188億10,000千円

歳入総額
188億10,000千円

農林水産業費 2.2%

主な歳入の用語解説

●教育費
学校の建設や運営、図書館の費用な
ど教育全般に使われるお金
●民生費
お年寄り、障がい者、児童などの福
祉全般に使われているお金
●総務費
人事、企画、財政、徴税など町の総括
的な事務事業に使われるお金
●土木費
　道路や公園整備などに使われるお金

主な歳出の用語解説

39億3,967万9千円国民
健康保険

会計名 予算額

5億2,524万3千円後期高齢者
医療

17億1,568万2千円水道事業
会計

12億7,951万9千円下水道
事業

特別会計等
　町民や観光客の方たちが快適に施設
を利用することができるようビーチの
改良事業を実施します。

サンセットビーチ改良事業
予算額：128,916千円

　浜川漁港における漁獲量・漁獲高の
向上を図るため、新規漁業用施設の整
備を行います。

浜川漁港新規漁業用施設整備
補助事業

予算額：211,296千円

　車両の円滑な通行や、児童の事故を
未然に防ぐことを目的に町道謝苅中央
線の改良工事を行います。

謝苅中央線改良事業
予算額：63,830千円

　新たな財源の確保に向けて、北谷町
宿泊税検討委員会を開催、法定外目的
税として「北谷町宿泊税」の導入につ
いて検討を行います。

北谷町宿泊税導入検討事業
予算額：6,464千円

　伊礼原遺跡の公開に向けて、憩いの
広場、生涯学習の場として史跡公園整
備化を図ります。

伊礼原遺跡保存整備事業
予算額：97,320千円

　北谷町の歴史、文化、自然の継承及び
発信を行う事を目的に、文化発信拠点
となる町立博物館整備を推進します。

町立博物館整備事業
予算額：116,347千円

　学校給食衛生管理基準等に対応した
安心・安全な給食提供を目的に老朽化
した学校給食センターの移転改築を実
施します。

学校給食センター整備事業(建設)
予算額：1,030,570千円

　北谷中学校校舎の改築を行い、教育
環境の改善を図ります。今年度は仮設校
舎建設及び校舎解体工事を行います。

北谷中学校改築事業
予算額：1,347,977千円

　老朽化した商工業研修等施設及び老
人福祉センターの更新と併せて、公共
施設の集約・再編を検討し、町有地の
効果的な活用を行います。

北谷町町有地活用検討事業
予算額：23,595千円

　本町の観光施策の総合的・体系的な
指針となる「第二次北谷町観光振興計
画」を策定します。

第二次北谷町観光振興計画
策定事業

予算額：8,000千円
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●町　税
町民税や固定資産税など、直接町に
収められる税
●国庫支出金
国が地方公共団体に対して支出する
負担金、委託費、特定の施策の奨励
又は財政援助のための補助金等
●地方交付税
町の財政力に応じて国から交付され
るお金
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主な歳出の用語解説

39億3,967万9千円国民
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　学校給食衛生管理基準等に対応した
安心・安全な給食提供を目的に老朽化
した学校給食センターの移転改築を実
施します。
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　北谷中学校校舎の改築を行い、教育
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所蔵資料 112 ちゃたん平和展 北谷町公文書館報

お問い合わせ　公文書館　☎982-7739 公文書館では北谷に関する資料を収集しています。資料の種類や新旧に関わらず、
ご寄贈や情報提供などのご協力をお願いします。

　沖縄戦終戦40周年を目前にした1980年頃は、若者世代が戦後
生まれとなり、戦争体験が風化する危機感から、沖縄戦の記録や若
い世代への伝承方法について様々な試みが行われました。 
　北谷町でも1984年（昭和59年）と1985年（昭和60年）に「ちゃ
たん平和展」が開催され、写真にあるガマ（避難壕）の再現や沖縄戦
の写真記録などが展示され、町民が戦争について学び、自らの体験
を子や孫に伝える機会となりました。このような町民の戦争体験
を共有する活動の元に北谷町史の
戦時体験調査は進められ、その成
果は「北谷町史 第五巻 資編４戦
争体験証言集」などにまとめられ
ました。［掲載資料］写真: A7002059121 第1回ちゃたん平和展(1984年)

公文書館
ホームページ

写真を公文書館
検索システムで見る

（北谷町情報公開条例第２３条及び北谷町個人情報の保護に関する法律施行条例第１０条の規定に基づき、両制度の運用
状況について、公表します。） 

町 長 
教 育 委 員 会 
選 挙 管 理 委 員 会 
監 査 委 員 
固定資産評価審査委員会 
議 会 

合　計
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2
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0
0
0
0
0

0
0
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0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

4
1
0
0
0
0
5

●「情報公開制度」とは、町民の皆さんが、町政や町民生活に関する情報を知りたいときに、町が保有している文書や図画などの「公文書」を町に対して公
開請求できる制度です。 

●「個人情報保護制度」は、町が保有する個人情報を適正に取り扱うための制度です。町は町民の生活に関わる業務を行っているため、ほとんどの業務で
町民の個人に関する情報を取り扱っています。町民の皆さんの基本的人権が侵害されることのないよう、町はプライバシーの保護に最大限努めます。 

※上記表の（）内の内数については、請求又は決定等のあった件数のうち、口頭により個人情報の開示等が行われた件数となっております。 
※これら両制度に設けられている、救済制度による「審査請求」は、令和５年度は０件でした。 

令和５年度  情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況を公表します。 令和５年度  情報公開制度・個人情報保護制度の運用状況を公表します。 

お問い合わせ　北谷町行政情報センター　総務課行政係　☎936-1234（内線1212）
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住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

実施機関 

公文書公開実施機関別処理状況 （令和５年度分：令和６年３月末時点）

決定
請求 
件数 公開 非公開 不存在 存否

応答拒否
取下げ 未決定 審査請求一部

公開

町 長 
教 育 委 員 会 
選 挙 管 理 委 員 会 
監 査 委 員 
固定資産評価審査委員会 
議 会 

合　計

9（1）
0
0
0
0
0
9（1）

3（1）
0
0
0
0
0
3（1）

3
0
0
0
0
0
3

3
0
0
0
0
0
3

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0

実施機関 
決定

請求 
件数 開示 不開示 不存在 

訂正
請求

削除
請求

中止
請求 取下げ一部

開示

個人情報開示等実施機関別処理状況 （令和５年度分：令和６年３月末時点）

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※

希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）
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　フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
『
子
育
て

を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
方
』
と
『
子
育
て
を
お
手
伝

い
し
た
い
方
』
が
会
員
と
な
っ
て
行
う
地
域
の
相

互
援
助
活
動（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）で
す
。 

　主
な
活
動
と
し
て
、
ご
自
宅
や
訪
問
等
で
の
一

時
預
か
り
や
保
育
園
や
塾
へ
の
送
迎
等
が
あ
り

ま
す
が
、
援
助
活
動
を
行
う
に
は
子
ど
も
に
関
す

る
研
修
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　子
供
が
大
好
き
で
心
身
と
も
に
健
康
な
方
な

ら
、
年
齢
・
資
格
・
お
住
ま
い
の
地
域
等
は
問
い

ま
せ
ん
。 

　小
さ
い
お
子
さ
ん
の
お
預
か
り
に
不
安
が
あ
る

方
は
「
小
学
生
以
上
な
ら
預
か
れ
る
！
」「
送
迎
だ

け
な
ら
出
来
る
！
」
等
で
も
大
歓
迎
で
す
！
皆
様

か
ら
の
お
申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

□
第
30
回 

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
研
修
会
」 

受
講
者
大
募
集
!!

北
谷
町
立
中
学
校
（
北
谷
中
学
校
、
桑
江
中
学

校
）
で
は
、
５
年
ぶ
り
に
「
職
場
体
験
学
習
」
を
実

施
し
ま
す
！

「
職
場
体
験
学
習
」
と
は
、
中
学
生
が
学
校
生
活

か
ら
離
れ
、
実
際
に
大
人
が
働
く
職
場
で
働
く
、
社

会
体
験
活
動
の
こ
と
で
す
。子
ど
も
の
早
期
発
達

段
階
か
ら
職
業
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
、
社
会
性

や
望
ま
し
い
職
業
観
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
と
共

に
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
・
企
業
が
連
携
し
、
地
域

の
教
育
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

「
地
域
の
子
ど
も
は
地
域
で
育
て
る
」
と
い
う

視
点
を
持
ち
、
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
事
業
所
及

び
企
業
の
方
々
を
募
集
し
て
い
ま
す
。協
力
し
て

い
た
だ
け
る
事
業
所
、
ま
た
は
ご
質
問
等
あ
り
ま

し
た
ら
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　●
実
施
期
間

令
和
６
年
10
月
29
日（
火
） 

〜 

31
日（
木
）

●
参 

加 

者

　町
内
中
学
校
２
年
生

　（
３
７
３
名
）

●
お
問
い
合
わ
せ 

学
校
教
育
課 

学
務
係 

　☎
９
３
６-

１
２
３
４

　
　（
内
線
５
２
１
１
）

　

□
中
学
生
職
場
体
験
学
習

　
受
入
れ
事
業
所
募
集

●
練
習
希
望
者
の
募
集

北
谷
町
自
主
文
化
事
業
２
０
２
４ 

奏
で
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
〜
名
器
で

練
習
が
で
き
る
ひ
と
と
き
〜 

　●
日
時

　令
和
６
年
６
月
13
日（
木
）〜
16
日（
日
）

　
　
　10
時
〜
20
時

●
場
所

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル

●
内
容

　①
フ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　②
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
＆
レ
ッ
ス
ン

●
応
募
に
つ
い
て

　対
象

　県
内
在
住
６
歳
以
上
、
適
切
な
ピ
ア
ノ
の

使
用
が
で
き
る
方 

　条
件

　開
催
期
間
中
、
一
世
帯
一
枠
に
限
り
ま

す
。中
学
生
ま
で
の
児
童
生
徒
は
、 

送
迎

や
付
き
添
い
と
し
て
、
保
護
者
の
協
力
が

え
ら
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。 

　ピ
ア
ノ
教
室
等
、
団
体
の
応
募
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。 

　期
間

　町
内
在
学
在
住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

□
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

　
お
知
ら
せ

　物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
対
象
世
帯

に
お
け
る
、
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算
（
児
童
１
人

当
た
り
５
万
円
）の
支
給
を
お
こ
な
い
ま
す
。

●
対
象
世
帯

　令
和
５
年
度
の
「
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世

帯
」
ま
た
は
「
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
」
の

う
ち
、
令
和
５
年
12
月
１
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う
）に
お
い
て
、
18
歳
以
下
の
児
童（
平
成
17
年

４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
の
児
童
）
を
扶
養
し
て
い

る
世
帯
。（※

今
回
の
給
付
金
は
、
課
税
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
方
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯

は
対
象
外
に
な
り
ま
す
）

□
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金

　（
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算
）の
ご
案
内

町
か
ら
の

　
　お
知
ら
せ
・
募
集

納
期
限

　

令
和
６
年
７
月
１
日（
月
）

※

納
付
書
は
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
う
と
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　税
務
課

　納
税
係

　☎
９
３
６-

１
２
３
４（
内
線
１
６
３
０
）

□
６
月
は
町
県
民
税
の
納
期（
第
一
期
）で
す

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ（
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ

ム
）
運
用
開
始
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
月
か
ら
車

検
時
の
納
税
証
明
書
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
確
認
後

に
送
付
し
て
い
ま
し
た
「
車
検
用
の
納
税
証
明

書
」の
送
付
を
令
和
６
年
度
よ
り
廃
止
し
ま
す
。 

な
お
、
６
月
初
旬
に
車
検
ご
予
定
の
場
合
、「
車

検
用
の
納
税
証
明
書
」
の
発
行
が
必
要
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
窓
口
で
の
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※

二
輪
小
型
自
動
車
（
排
気
量
２
５
０
㏄
超
）
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
納
税
証
明
書
を
送

付
し
ま
す
。  

●
お
問
い
合
わ
せ

　税
務
課

　納
税
係

　☎
９
３
６-

１
２
３
４（
内
線
１
６
３
２
）

□
口
座
振
替
確
認
後
の
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）納
税
証
明
書
送
付
の
廃
止
に
つ
い
て  

子
宮
頸
が
ん
と
乳
が
ん
検
診
の
受
診
間
隔
は

２
年
に
１
回
と
な
り
ま
す
。今
年
度
対
象
の
方
に

は
、
６
月
上
旬
に
ピ
ン
ク
色
の
受
診
券
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接
予
約
を
し
て
、
受

診
し
ま
し
ょ
う
！
受
診
で
き
る
医
療
機
関
や
詳

細
は
同
封
の
チ
ラ
シ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。   

●
お
問
い
合
わ
せ

　保
健
衛
生
課

　健
康
係（
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
）

　☎
９
３
６-

４
３
３
６

□
子
宮
頸
が
ん・乳
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ  

北
谷
町
内
に
あ
き
地(

土
地)

を
所
有
す
る
方
に

お
い
て
は
、草
刈
等
を
定
期
的
に
行
い
所
有
地
の

適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。 

あ
き
地
の
管
理
状
態
が
良
好
で
な
い
場
合
、
不

法
投
棄
、
ハ
ブ
の
生
息
、
害
虫
等
の
発
生
に
よ
り
、

周
囲
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

町
民
の
快
適
な
生
活
環

境
を
守
る
た
め
、
所
有
地
を

常
に
適
正
に
管
理
し
ま

し
ょ
う
。    

●
お
問
い
合
わ
せ

　保
健
衛
生
課

　環
境
衛
生
係

　☎
９
８
２-

７
０
３
３

□
所
有
地
の
適
正
管
理
に
つ
い
て  

●
受
給
ま
で
の
過
程

①
基
準
日
時
点
で
北
谷
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
本

給
付
金
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
世
帯
は
、

町
か
ら
申
請
書
が
届
き
ま
す
。  

②
申
請
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
添
付
書
類

と
と
も
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。 

※

提
出
期
限

　令
和
６
年
８
月
31
日
必
着

※

基
準
日
の
翌
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
や
、
支

給
対
象
者
と
別
世
帯
で
あ
る
が
支
給
対
象
者

が
扶
養
し
て
い
る
児
童
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

●
給
付
金
の
振
込
目
安

　町
が
書
類
を
受
理
し
た
日
か
ら
約
４
週
間
後

●
お
問
い
合
わ
せ

　給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　☎
０
５
０-

５
４
４
３-

６
９
２
４

　●
日

　時 

２
０
２
４
年
６
月
26
日(

水)

、27
日(

木)

、28
日(

金)

、

７
月
３
日(

水)

、
４
日(

木)

、
５
日(

金)

の
６
日
間

10
時
〜
16
時

　

※

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
り
若
干

の
変
動
あ
り

★
全
日
程
受
け
ら
れ
な
く
て
も
大
丈
夫
！
欠
席

し
た
分
は
補
講
で
補
え
ま
す
！
★ 

●
場
所

　北
谷
町
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー（
２
階
運
動
指
導
室
）

●
内
容　子

ど
も
の
世
話
と
遊
び
、
子
ど
も
の
心
の
発
達
、

病
気
の
対
応
、救
命
救
急
法
な
ど 

※

講
師…

保
育
士
・
栄
養
士
・
臨
床
心
理
士
・
医

師
な
ど
各
専
門
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々 

●
受
講
料

　無
料 

●
定
員

　30
名

●
託
児
室

　あ
り（
予
約
制
）

●
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　北
谷
・
嘉
手
納
・
北
中
城
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー（
フ
ァ
ミ
サ
ポ
ネ
ッ
ト
ゆ
く
る
） 

　☎
９
８
９-

９
７
６
３

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※

希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）

　

警告
不法投棄は
犯罪です！
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　フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
は
『
子
育
て

を
手
伝
っ
て
ほ
し
い
方
』
と
『
子
育
て
を
お
手
伝

い
し
た
い
方
』
が
会
員
と
な
っ
て
行
う
地
域
の
相

互
援
助
活
動（
有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）で
す
。 

　主
な
活
動
と
し
て
、
ご
自
宅
や
訪
問
等
で
の
一

時
預
か
り
や
保
育
園
や
塾
へ
の
送
迎
等
が
あ
り

ま
す
が
、
援
助
活
動
を
行
う
に
は
子
ど
も
に
関
す

る
研
修
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

　子
供
が
大
好
き
で
心
身
と
も
に
健
康
な
方
な

ら
、
年
齢
・
資
格
・
お
住
ま
い
の
地
域
等
は
問
い

ま
せ
ん
。 

　小
さ
い
お
子
さ
ん
の
お
預
か
り
に
不
安
が
あ
る

方
は
「
小
学
生
以
上
な
ら
預
か
れ
る
！
」「
送
迎
だ

け
な
ら
出
来
る
！
」
等
で
も
大
歓
迎
で
す
！
皆
様

か
ら
の
お
申
し
込
み
を
お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。

□
第
30
回 

子
育
て
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
研
修
会
」 

受
講
者
大
募
集
!!

北
谷
町
立
中
学
校
（
北
谷
中
学
校
、
桑
江
中
学

校
）
で
は
、
５
年
ぶ
り
に
「
職
場
体
験
学
習
」
を
実

施
し
ま
す
！

「
職
場
体
験
学
習
」
と
は
、
中
学
生
が
学
校
生
活

か
ら
離
れ
、
実
際
に
大
人
が
働
く
職
場
で
働
く
、
社

会
体
験
活
動
の
こ
と
で
す
。子
ど
も
の
早
期
発
達

段
階
か
ら
職
業
に
触
れ
る
機
会
を
設
け
、
社
会
性

や
望
ま
し
い
職
業
観
を
身
に
付
け
て
も
ら
う
と
共

に
、
家
庭
・
学
校
・
地
域
・
企
業
が
連
携
し
、
地
域

の
教
育
力
を
高
め
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。

「
地
域
の
子
ど
も
は
地
域
で
育
て
る
」
と
い
う

視
点
を
持
ち
、
協
力
し
て
い
た
だ
け
る
事
業
所
及

び
企
業
の
方
々
を
募
集
し
て
い
ま
す
。協
力
し
て

い
た
だ
け
る
事
業
所
、
ま
た
は
ご
質
問
等
あ
り
ま

し
た
ら
、
左
記
ま
で
ご
連
絡
く

だ
さ
い
。

　●
実
施
期
間

令
和
６
年
10
月
29
日（
火
） 

〜 

31
日（
木
）

●
参 

加 

者

　町
内
中
学
校
２
年
生

　（
３
７
３
名
）

●
お
問
い
合
わ
せ 

学
校
教
育
課 

学
務
係 

　☎
９
３
６-

１
２
３
４

　
　（
内
線
５
２
１
１
）

　

□
中
学
生
職
場
体
験
学
習

　
受
入
れ
事
業
所
募
集

●
練
習
希
望
者
の
募
集

北
谷
町
自
主
文
化
事
業
２
０
２
４ 

奏
で
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
〜
名
器
で

練
習
が
で
き
る
ひ
と
と
き
〜 

　●
日
時

　令
和
６
年
６
月
13
日（
木
）〜
16
日（
日
）

　
　
　10
時
〜
20
時

●
場
所

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル

●
内
容

　①
フ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　②
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
＆
レ
ッ
ス
ン

●
応
募
に
つ
い
て

　対
象

　県
内
在
住
６
歳
以
上
、
適
切
な
ピ
ア
ノ
の

使
用
が
で
き
る
方 

　条
件

　開
催
期
間
中
、
一
世
帯
一
枠
に
限
り
ま

す
。中
学
生
ま
で
の
児
童
生
徒
は
、 

送
迎

や
付
き
添
い
と
し
て
、
保
護
者
の
協
力
が

え
ら
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。 

　ピ
ア
ノ
教
室
等
、
団
体
の
応
募
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。 

　期
間

　町
内
在
学
在
住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

□
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
か
ら
の

　
お
知
ら
せ

　物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金
対
象
世
帯

に
お
け
る
、
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算
（
児
童
１
人

当
た
り
５
万
円
）の
支
給
を
お
こ
な
い
ま
す
。

●
対
象
世
帯

　令
和
５
年
度
の
「
住
民
税
均
等
割
非
課
税
世

帯
」
ま
た
は
「
住
民
税
均
等
割
の
み
課
税
世
帯
」
の

う
ち
、
令
和
５
年
12
月
１
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う
）に
お
い
て
、
18
歳
以
下
の
児
童（
平
成
17
年

４
月
２
日
生
ま
れ
以
降
の
児
童
）
を
扶
養
し
て
い

る
世
帯
。（※

今
回
の
給
付
金
は
、
課
税
者
に
扶
養

さ
れ
て
い
る
方
の
み
で
構
成
さ
れ
て
い
る
世
帯

は
対
象
外
に
な
り
ま
す
）

□
物
価
高
騰
対
応
重
点
支
援
給
付
金

　（
子
育
て
世
帯
へ
の
加
算
）の
ご
案
内

町
か
ら
の

　
　お
知
ら
せ
・
募
集

納
期
限

　

令
和
６
年
７
月
１
日（
月
）

※

納
付
書
は
期
限
が
過
ぎ
て
し
ま
う
と
使
用
で

き
ま
せ
ん
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　税
務
課

　納
税
係

　☎
９
３
６-

１
２
３
４（
内
線
１
６
３
０
）

□
６
月
は
町
県
民
税
の
納
期（
第
一
期
）で
す

軽
Ｊ
Ｎ
Ｋ
Ｓ（
軽
自
動
車
税
納
付
確
認
シ
ス
テ

ム
）
運
用
開
始
に
よ
り
、
令
和
５
年
１
月
か
ら
車

検
時
の
納
税
証
明
書
が
原
則
不
要
と
な
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
軽
自
動
車
税
の
口
座
振
替
確
認
後

に
送
付
し
て
い
ま
し
た
「
車
検
用
の
納
税
証
明

書
」の
送
付
を
令
和
６
年
度
よ
り
廃
止
し
ま
す
。 

な
お
、
６
月
初
旬
に
車
検
ご
予
定
の
場
合
、「
車

検
用
の
納
税
証
明
書
」
の
発
行
が
必
要
に
な
る
可

能
性
が
あ
り
ま
す
の
で
、
税
務
課
窓
口
で
の
申
請

を
お
願
い
し
ま
す
。

※

二
輪
小
型
自
動
車
（
排
気
量
２
５
０
㏄
超
）
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
通
り
納
税
証
明
書
を
送

付
し
ま
す
。  

●
お
問
い
合
わ
せ

　税
務
課

　納
税
係

　☎
９
３
６-

１
２
３
４（
内
線
１
６
３
２
）

□
口
座
振
替
確
認
後
の
軽
自
動
車
税（
種
別

割
）納
税
証
明
書
送
付
の
廃
止
に
つ
い
て  

子
宮
頸
が
ん
と
乳
が
ん
検
診
の
受
診
間
隔
は

２
年
に
１
回
と
な
り
ま
す
。今
年
度
対
象
の
方
に

は
、
６
月
上
旬
に
ピ
ン
ク
色
の
受
診
券
を
郵
送
し

ま
す
の
で
、
医
療
機
関
に
直
接
予
約
を
し
て
、
受

診
し
ま
し
ょ
う
！
受
診
で
き
る
医
療
機
関
や
詳

細
は
同
封
の
チ
ラ
シ
に
て
ご
確
認
く
だ
さ
い
。   

●
お
問
い
合
わ
せ

　保
健
衛
生
課

　健
康
係（
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー
）

　☎
９
３
６-

４
３
３
６

□
子
宮
頸
が
ん・乳
が
ん
検
診
の
お
知
ら
せ  

北
谷
町
内
に
あ
き
地(

土
地)

を
所
有
す
る
方
に

お
い
て
は
、草
刈
等
を
定
期
的
に
行
い
所
有
地
の

適
正
管
理
を
お
願
い
し
ま
す
。 

あ
き
地
の
管
理
状
態
が
良
好
で
な
い
場
合
、
不

法
投
棄
、
ハ
ブ
の
生
息
、
害
虫
等
の
発
生
に
よ
り
、

周
囲
に
迷
惑
を
及
ぼ
す
よ
う
な
状
態
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。 

町
民
の
快
適
な
生
活
環

境
を
守
る
た
め
、
所
有
地
を

常
に
適
正
に
管
理
し
ま

し
ょ
う
。    

●
お
問
い
合
わ
せ

　保
健
衛
生
課

　環
境
衛
生
係

　☎
９
８
２-

７
０
３
３

□
所
有
地
の
適
正
管
理
に
つ
い
て  

●
受
給
ま
で
の
過
程

①
基
準
日
時
点
で
北
谷
町
に
住
民
登
録
が
あ
り
、
本

給
付
金
の
対
象
と
な
る
可
能
性
の
あ
る
世
帯
は
、

町
か
ら
申
請
書
が
届
き
ま
す
。  

②
申
請
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
上
、
添
付
書
類

と
と
も
に
同
封
の
返
信
用
封
筒
に
て
郵
送
し
て

く
だ
さ
い
。 

※

提
出
期
限

　令
和
６
年
８
月
31
日
必
着

※

基
準
日
の
翌
日
以
降
に
生
ま
れ
た
児
童
や
、
支

給
対
象
者
と
別
世
帯
で
あ
る
が
支
給
対
象
者

が
扶
養
し
て
い
る
児
童
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

申
請
書
が
届
か
な
い
場
合
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。 

●
給
付
金
の
振
込
目
安

　町
が
書
類
を
受
理
し
た
日
か
ら
約
４
週
間
後

●
お
問
い
合
わ
せ

　給
付
金
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　☎
０
５
０-

５
４
４
３-

６
９
２
４

　●
日

　時 

２
０
２
４
年
６
月
26
日(

水)

、27
日(

木)

、28
日(

金)

、

７
月
３
日(

水)

、
４
日(

木)

、
５
日(

金)

の
６
日
間

10
時
〜
16
時

　

※

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
よ
り
若
干

の
変
動
あ
り

★
全
日
程
受
け
ら
れ
な
く
て
も
大
丈
夫
！
欠
席

し
た
分
は
補
講
で
補
え
ま
す
！
★ 

●
場
所

　北
谷
町
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー（
２
階
運
動
指
導
室
）

●
内
容　子

ど
も
の
世
話
と
遊
び
、
子
ど
も
の
心
の
発
達
、

病
気
の
対
応
、救
命
救
急
法
な
ど 

※

講
師…

保
育
士
・
栄
養
士
・
臨
床
心
理
士
・
医

師
な
ど
各
専
門
分
野
で
活
躍
さ
れ
て
い
る
方
々 

●
受
講
料

　無
料 

●
定
員

　30
名

●
託
児
室

　あ
り（
予
約
制
）

●
お
問
い
合
わ
せ
・
申
し
込
み
先

　北
谷
・
嘉
手
納
・
北
中
城
フ
ァ
ミ
リ
ー
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー（
フ
ァ
ミ
サ
ポ
ネ
ッ
ト
ゆ
く
る
） 

　☎
９
８
９-

９
７
６
３

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※

希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）

　

警告
不法投棄は
犯罪です！
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お問い合わせ　ニライ消防本部　警防課　☎956-9934

□「
コ
ザ
し
ん
創
業
ス
ク
ー
ル
」10
期
生
募
集
！ 

　コ
ザ
信
用
金
庫
で
は
、
北
谷
町
創
業
支
援
等
事

業
計
画
に
基
づ
く
特
定
創
業
支
援
事
業
と
し
て

創
業
を
予
定
し
て
い
る
方
や
創
業
間
も
な
い
方

を
対
象
に
創
業
ス
ク
ー
ル
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

創
業
に
伴
う
各
種
手
続
き
、
財
務
会
計
、
競
合
分

析
な
ど
創
業
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
仲
間
と
と

も
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
創
業
に
つ
い

て
お
悩
み
の
方
は
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。 

申
込
締
切

　７
月
５
日（
金
） 

開
催
期
間

　８
月
17
日
〜
10
月
26
日 

隔
週
土
曜
日

　全
６
日
間

　10
時
〜
17
時 

場
所

　コ
ザ
信
用
金
庫
本
店 

　
　
　（
沖
縄
市
上
地
２-

10-

１
） 

受
講
料

　２
４
，０
０
０
円（
税
込
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　コ
ザ
信
用
金
庫

　企
業
支
援
部

　☎
９
８
７-

６
１
０
０

□
令
和
６
年
度
８
月
開
講 

　
障
が
い
者
委
託
訓
練
生
募
集  

 

募
集
期
間

　６
月
３
日（
月
）〜
25
日（
火
） 

【
基
礎
か
ら
学
ぶ
パ
ソ
コ
ン
・
Ｃ
Ａ
Ｄ
科
】 

訓
練
場
所

　有
限
会
社
ビ
ー
ン
ズ

　
　
　
　
　（
パ
ソ
コ
ン
教
室
ビ
ー
ン
ズ
） 

訓
練
期
間

８
月
１
日（
木
）〜
10
月
31
日（
木
） 

受
講
料

無
料（
た
だ
し
教
科
書
代
、
検
定
料
、
保
険
料
は
自

己
負
担
）

●
お
問
い
合
わ
せ

　具
志
川
職
業
能
力
開
発
校

　☎
９
７
３-

６
６
８
０

　令和6年 3月、ニライ消防本部は車両更新に伴い、これ
まで使用していた救急車1台を、消防本部を持たない離島
である与那国町へ譲渡しました。 
　更新後の救急車が離島における急患搬送に活用される
ことを願い、事前に離島町村へ要望調査を実施した結果、
与那国町への譲渡が決定しました。 
　今回、与那国町では初めての救急車導入ということもあ
り、与那国町役場で行われた譲渡式では、与那国町の譜久
嶺副町長から感謝の意が伝えられました。 

□
沖
縄
の
米
軍
関
連
施
設
で
働
い
た
こ
と
の
あ

る
方
お
よ
び
ご
家
族
の
方
へ 

　〈
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
つ
い
て
〉 

 

　石
綿
に
よ
る
疾
病
は
、
数
十
年
前
の
仕
事
で
も
発

症
し
ま
す 

※

米
軍
関
連
施
設
で
働
い
た
こ
と
の
あ
る
方
は
、

石
綿
（
ア
ス
ベ
ス
ト
）
に
さ
ら
さ
れ
る
作
業
に

従
事
し
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。 

◆
石
綿
に
よ
る
疾
病
と
認
定
さ
れ
た
場
合
、
労

災
保
険
制
度
ま
た
は
石
綿
健
康
被
害
救
済
制

度
に
よ
る
給
付
を
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。 

◆
お
心
当
た
り
の
あ
る
方
は
、
左
記
の
機
関
に
ご

相
談
く
だ
さ
い
。 

　
　沖
縄
労
働
局
労
働
基
準
部
労
災
補
償
課

　
　☎
８
６
８-

３
５
５
９

　
　各
労
働
基
準
監
督
署

　那
覇

　☎
０
９
８-

８
６
８-

８
０
４
０ 

　沖
縄

　☎
０
９
８-

９
１
６-

６
３
３
５ 

　名
護

　☎
０
９
８
０-

５
２-

２
６
９
１ 

　宮
古

　☎
０
９
８
０-
７
２-

２
３
０
３ 

　八
重
山
☎
０
９
８
０-
８
２-
２
３
４
４

　独
立
行
政
法
人

　環
境
再
生
保
全
機
構

　（
フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
）０
１
２
０-
３
８
９-

９
３
１ 

□【
８
月
開
講
】職
業
訓
練
生
募
集
案
内

　沖
縄
県
で
は
、
再
就
職
を
希
望
す
る
雇
用
保

険
受
給
資
格
者
、
求
職
申
し
込
み
を
し
た
方
に

向
け
て
委
託
訓
練
を
行
っ
て
い
ま
す
。時
間
や

場
所
に
と
ら
わ
れ
な
い
Ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ
（
在
宅

と
ス
ク
ー
リ
ン
グ
を
組
み
合
わ
せ
た
）
訓
練
の

募
集
で
す
。 

●
コ
ー
ス
名

　宅
建
ス
キ
ル
科 

●
ス
ク
ー
リ
ン
グ
場
所

　日
建
学
院
沖
縄
校

　那
覇
市
安
謝
２-

３-

７ 

●
訓
練
期
間

８
月
１
日（
木
）〜
10
月
31
日（
木
） 

●
申
込
期
間

６
月
３
日（
月
）〜
25
日（
火
） 

●
受
講
料

無
料（
た
だ
し
、
テ
キ
ス
ト
代
、
検
定
代
等
は
自
己

ニライ消防本部　救急車を与那国町へ譲渡

　消
費
生
活
相
談
室
で
は
、
暮
ら
し
に
お
け
る

商
品
・
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
に
関
す
る
ト
ラ
ブ

ル
な
ど
に
つ
い
て
の
相
談
を
受
け
付
け
て
お

り
、
消
費
生
活
相
談
員
が
消
費
生
活
に
関
す
る

問
題
解
決
へ
の
お
手
伝
い
を
し
て
い
ま
す
。

（
事
業
者
は
受
付
で
き
ま
せ
ん
） 

　相
談
は
無
料
で
、
予
約
不
可
と
な
っ
て
い
ま

す
。ま
た
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
厳
守
さ
れ
ま
す

の
で
、
お
困
り
の
際
は
、
お
気
軽
に
相
談
室
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。

●
開
設
日
時

毎
週
木
曜
日（
祝
日
を
除
く
） 

10
時
〜
12
時
、13
時
〜
16
時 

※

先
着
順
と
な
り
ま
す
。

●
場
所

北
谷
町
役
場
２
階

２
０
５
会
議
室 

●
お
問
い
合
わ
せ

北
谷
町
役
場

経
済
振
興
課

　商
工
労
働
係

☎
９
３
６-

１
２
３
４（
代
表
）

□
消
費
生
活
相
談
室

北
谷
町
教
育
委
員
会
で
は
特
別
な
支
援
を
必

要
と
す
る
お
子
様
に
対
し
て
の
教
育
相
談
を
行

い
ま
す
。 

令
和
７
年
４
月
か
ら
、
特
別
支
援
学
校
や
特
別

支
援
学
級
へ
の
入
学
・
入
級
を
希
望
さ
れ
る
幼
児

児
童
生
徒
の
保
護
者
の
方
は
、
在
籍
し
て
い
る
町

立
保
育
所
・
認
可
保
育
園
・
町
立
幼
稚
園
・
町
立

小
中
学
校
へ
相
談
し
、
６
月
25
日
（
火
）
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。右
記
以
外
の
施
設
や
家
庭
で

保
育
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
教
育
委
員
会
へ
直
接

申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

●【
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
就
学
説
明
会
】

日

　時

　令
和
６
年
５
月
14
日
（
火
）
15
時
00
分

〜
16
時
30
分（
受
付
14
時
30
分
〜
）

場

　所

　北
谷
町
役
場
１
階

　レ
セ
プ
シ
ョ
ン

ホ
ー
ル

対
象
者

　令
和
７
年
度
特
別
支
援
学
校
及
び
特

別
支
援
学
級
へ
の
入
学
・
入
級
を
希

望
す
る
保
護
者
及
び
関
係
者
（
担
任
、

支
援
者
等
）

内

　容

　特
別
支
援
学
校
へ
の
入
学
及
び
特
別

支
援
学
級
入
級
に
係
る
申
請
手
続
き

に
つ
い
て

　
　
　
　特
別
支
援
学
校
で
の
指
導
に
つ
い
て
等

●【
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
教
育
相
談
】

期

　間

　令
和
６
年
５
月
20
日
（
月
）
〜
６
月
13

日（
木
）

窓

　口

　北
谷
町
役
場
３
階

　北
谷
町
教
育
委

員
会 

学
校
教
育
課

　

 

　
　
　
　電
話
で
の
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。 

相
談
後
、
６
月
25
日（
火
）ま
で
に
北
谷
町
教
育
委

員
会

　学
校
教
育
課
へ
申
請
を
お
願
い
し
ま
す
。

●
お
問
い
合
わ
せ

　学
校
教
育
課

　指
導
係

　☎
９
３
６-

１
２
３
４（
内
線
５
２
２
２
）

関
係
機
関
か
ら
の

　
　お
知
ら
せ
・
募
集

●
練
習
希
望
者
の
募
集

北
谷
町
自
主
文
化
事
業
２
０
２
４ 

奏
で
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
〜
名
器
で

練
習
が
で
き
る
ひ
と
と
き
〜 

　●
日
時

　令
和
６
年
６
月
13
日（
木
）〜
16
日（
日
）

　
　
　10
時
〜
20
時

●
場
所

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル

●
内
容

　①
フ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　②
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
＆
レ
ッ
ス
ン

●
応
募
に
つ
い
て

　対
象

　県
内
在
住
６
歳
以
上
、
適
切
な
ピ
ア
ノ
の

使
用
が
で
き
る
方 

　条
件

　開
催
期
間
中
、
一
世
帯
一
枠
に
限
り
ま

す
。中
学
生
ま
で
の
児
童
生
徒
は
、 

送
迎

や
付
き
添
い
と
し
て
、
保
護
者
の
協
力
が

え
ら
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。 

　ピ
ア
ノ
教
室
等
、
団
体
の
応
募
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。 

　期
間

　町
内
在
学
在
住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※
希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）

　

負
担
） 

●
申
込
方
法

管
轄
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
に
就
業
相
談
の
上
お
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
、日
建
学
院
沖
縄
校（
担
当

：

仲
程
）

☎
８
６
１-

６
０
０
６
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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●救急出場件数（令和6年4月）

●災害発生件数（令和6年4月）

ニライ消防本部
救急出場・災害発生件数

火災

自然災害

水難

交通

労災

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

転院

その他

不搬送

月計
令和6年度
累計

町村名
種別 北谷

0
0
0
1
1
0
7
0
0
47
1
0
18
75
75

0
0
0
13
4
3
18
1
0
135
2
0
42
218
218

0
0
0
7
2
0
18
0
0
113
6
0
37
183
183

嘉手納 読谷

※救急種別の説明（曖昧なもの）
労　　災…工事、事業所、工事現場等で就業中に発

生した事故。
運動競技…運動競技の実施中に発生した事故。
一般負傷…他に分類されない不慮の事故。転倒、転

落など。
自損行為…故意に自分自身に傷害等を加えた事故。
転　　送…診療所、クリニックなど病院、医院と呼ば

れるものから依頼のあった救急。
不 搬 送…いたずら、緊急性がない、拒否など病院

搬送に至らなかった出場。

※発生件数の報告
出動件数の報告ではなく、発生件数の報告である。
例：火災出動しても機器発報の誤作動であった場
合、実際の火災ではない（非火災）のため、火災の発
生件数には含まない報告とする。
災害（火災・救助・風水害）はすべて発生件数の報告
とする。報告件数は北谷町内のみの件数である。

火災
救助
風水害

件数種別 月計
1
2
0

先
日
、
沖
縄
で
開
催
さ
れ
た
プ
ロ
野
球
の
試
合
を

観
戦
し
ま
し
た
。
（
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
の
試
合
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が…

）

選
手
た
ち
を
近
く
で
観
る
こ
と
の
で
き
る
チ
ケ
ッ

ト
だ
っ
た
た
め
、す
ご
く
わ
く
わ
く
し
て
い
た
の
で
す

が
、試
合
前
か
ら
天
候
が
怪
し
く
、嫌
な
予
感
。そ
の

予
感
が
的
中
し
た
の
か
、次
第
に
雨
が
強
く
な
り
、途

中
で
試
合
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、つ
い
最
近
も
参
加
す
る
予
定
だ
っ
た
草

野
球
も
雨
で
中
止
に…

。

一年
前（
二
〇
二
三
年
六
月
号
掲
載
）に
す
け
ま
る
が
書

い
た
内
容
と
は
対
照
的
に
、今
年
は
涙
雨
に
見
舞
わ
れ
る

梅
雨
時
期
と
な
り
そ
う
で
す
。
　
　
　
　
　（
す
け
ま
る
）

●
練
習
希
望
者
の
募
集

北
谷
町
自
主
文
化
事
業
２
０
２
４ 

奏
で
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
〜
名
器
で

練
習
が
で
き
る
ひ
と
と
き
〜 

　●
日
時

　令
和
６
年
６
月
13
日（
木
）〜
16
日（
日
）

　
　
　10
時
〜
20
時

●
場
所

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル

●
内
容

　①
フ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　②
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
＆
レ
ッ
ス
ン

●
応
募
に
つ
い
て

　対
象

　県
内
在
住
６
歳
以
上
、
適
切
な
ピ
ア
ノ
の

使
用
が
で
き
る
方 

　条
件

　開
催
期
間
中
、
一
世
帯
一
枠
に
限
り
ま

す
。中
学
生
ま
で
の
児
童
生
徒
は
、 

送
迎

や
付
き
添
い
と
し
て
、
保
護
者
の
協
力
が

え
ら
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。 

　ピ
ア
ノ
教
室
等
、
団
体
の
応
募
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。 

　期
間

　町
内
在
学
在
住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

ご芳志ありがとうございました《北谷町社会福祉協議会》

寄附日（令和6年） お名前 金額 内容

寄附

4月17日
4月23日
5月  1日
5月  2日
5月  7日

4月15日

渡慶次　孝子  様
渡慶次　孝子  様
渡慶次　孝子  様
森山　朝信  様
渡慶次　孝子  様

北谷町健康トレーニングセンター
センター長　櫻井　翔太  様

1,000円
1,000円
2,000円
5,000円
1,000円

2,416円

寄附として
寄附として
寄附として
寄附として
寄附として

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※
希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）

　

１ 情報公開条例の運用について
請求件数

4件
公開

0件
一部公開

3件
非公開

1件
請求拒否

0件
取下げ

0件
不服申立て

0件
請求年月日

令和5年5月18日 非公開 
（公文書
不存在による）

予防課

決定等の内容 所管課等公文書の内容

２ 個人情報の保護に関する法律施行条例の運用について
開示請求件数

2件
開示

2件
一部開示

0件
不服申立て

0件
請求年月日 決定等の内容 所管課等請求に係る個人情報

令和5年度 比謝川行政事務組合情報公開制度等の運用状況

請求対象の地番における消防法で規制
されている危険物貯蔵所に関する資料

令和５年10月６日

令和5年10月10日

口頭開示

口頭開示

総務課

総務課

採用試験結果

採用試験結果

一部公開

予防課請求対象防火対象物に設置された消防
用設備等に関する「消防用設備等（特殊
消防用設備等）設置届出書一式」の写し

令和5年７月28日

一部公開

警防課救急活動報告書

令和5年8月28日

令和5年10月25日

一部公開 警防課台風 6 号の被害状況

叙勲・褒章受章について

令和６年春の叙勲（１名）

第42回危険業務従事者叙勲（１名） 
警察功労　瑞宝単光章　松田  榮德 

地方自治功労 　旭日双光章　亀谷 長久 
かめ や ちょうきゅう

まつ だ えいとく 

令和６年春の褒章（１名）
行政相談功績 　藍綬褒章 桃原  雅子

とうばる まさ こ 

受章
おめでとう
ございます 本町からは次の３名が受章の栄に浴しました。 

叙勲・褒章とは、ある分野において立派な行い、功績があった人
を国が表彰するものです。　※敬称略

地域貢献型自動販売
機の収益金の一部とし
て（R6.1月～R6.3月）
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●救急出場件数（令和6年4月）

●災害発生件数（令和6年4月）

ニライ消防本部
救急出場・災害発生件数

火災

自然災害

水難

交通

労災

運動競技

一般負傷

加害

自損行為

急病

転院

その他

不搬送

月計
令和6年度
累計

町村名
種別 北谷

0
0
0
1
1
0
7
0
0
47
1
0
18
75
75

0
0
0
13
4
3
18
1
0
135
2
0
42
218
218

0
0
0
7
2
0
18
0
0
113
6
0
37
183
183

嘉手納 読谷

※救急種別の説明（曖昧なもの）
労　　災…工事、事業所、工事現場等で就業中に発

生した事故。
運動競技…運動競技の実施中に発生した事故。
一般負傷…他に分類されない不慮の事故。転倒、転

落など。
自損行為…故意に自分自身に傷害等を加えた事故。
転　　送…診療所、クリニックなど病院、医院と呼ば

れるものから依頼のあった救急。
不 搬 送…いたずら、緊急性がない、拒否など病院

搬送に至らなかった出場。

※発生件数の報告
出動件数の報告ではなく、発生件数の報告である。
例：火災出動しても機器発報の誤作動であった場
合、実際の火災ではない（非火災）のため、火災の発
生件数には含まない報告とする。
災害（火災・救助・風水害）はすべて発生件数の報告
とする。報告件数は北谷町内のみの件数である。

火災
救助
風水害

件数種別 月計
1
2
0

先
日
、
沖
縄
で
開
催
さ
れ
た
プ
ロ
野
球
の
試
合
を

観
戦
し
ま
し
た
。
（
ド
ラ
ゴ
ン
ズ
の
試
合
で
は
あ
り

ま
せ
ん
が…

）

選
手
た
ち
を
近
く
で
観
る
こ
と
の
で
き
る
チ
ケ
ッ

ト
だ
っ
た
た
め
、す
ご
く
わ
く
わ
く
し
て
い
た
の
で
す

が
、試
合
前
か
ら
天
候
が
怪
し
く
、嫌
な
予
感
。そ
の

予
感
が
的
中
し
た
の
か
、次
第
に
雨
が
強
く
な
り
、途

中
で
試
合
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ち
な
み
に
、つ
い
最
近
も
参
加
す
る
予
定
だ
っ
た
草

野
球
も
雨
で
中
止
に…

。

一年
前（
二
〇
二
三
年
六
月
号
掲
載
）に
す
け
ま
る
が
書

い
た
内
容
と
は
対
照
的
に
、今
年
は
涙
雨
に
見
舞
わ
れ
る

梅
雨
時
期
と
な
り
そ
う
で
す
。
　
　
　
　
　（
す
け
ま
る
）

●
練
習
希
望
者
の
募
集

北
谷
町
自
主
文
化
事
業
２
０
２
４ 

奏
で
る
ス
タ
イ
ン
ウ
ェ
イ
ピ
ア
ノ
〜
名
器
で

練
習
が
で
き
る
ひ
と
と
き
〜 

　●
日
時

　令
和
６
年
６
月
13
日（
木
）〜
16
日（
日
）

　
　
　10
時
〜
20
時

●
場
所

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー
カ
ナ
イ
ホ
ー
ル

●
内
容

　①
フ
リ
ー
レ
ッ
ス
ン

　
　
　
　②
レ
ッ
ス
ン
プ
ロ
＆
レ
ッ
ス
ン

●
応
募
に
つ
い
て

　対
象

　県
内
在
住
６
歳
以
上
、
適
切
な
ピ
ア
ノ
の

使
用
が
で
き
る
方 

　条
件

　開
催
期
間
中
、
一
世
帯
一
枠
に
限
り
ま

す
。中
学
生
ま
で
の
児
童
生
徒
は
、 

送
迎

や
付
き
添
い
と
し
て
、
保
護
者
の
協
力
が

え
ら
れ
る
方
に
限
り
ま
す
。 

　ピ
ア
ノ
教
室
等
、
団
体
の
応
募
は
ご
遠
慮

く
だ
さ
い
。 

　期
間

　町
内
在
学
在
住
の
方

　５
月
27
日
（
月
）

〜
６
月
10
日（
月
） 

町
外
の
方

　６
月
３
日（
月
）〜
10
日（
月
） 

ご芳志ありがとうございました《北谷町社会福祉協議会》

寄附日（令和6年） お名前 金額 内容

寄附

4月17日
4月23日
5月  1日
5月  2日
5月  7日

4月15日

渡慶次　孝子  様
渡慶次　孝子  様
渡慶次　孝子  様
森山　朝信  様
渡慶次　孝子  様

北谷町健康トレーニングセンター
センター長　櫻井　翔太  様

1,000円
1,000円
2,000円
5,000円
1,000円

2,416円

寄附として
寄附として
寄附として
寄附として
寄附として

　方
法

　受
付
時
間
内
（
平
日
９
時
〜
17
時
）
に
電

話
で
ご
応
募
下
さ
い
。

※

希
望
日
時
を
調
整
し
ま
す
が
、
先
着
順
に
な
り

ま
す
の
で
、
ご
希
望
に
沿
え
な
い
場
合
も
ご
ざ

い
ま
す
。定
員
に
達
し
次
第
、締
め
切
り
ま
す
。 

※

中
学
生
以
下
の
場
合
は
、
保
護
者
よ
り
申
し
込

み
を
、お
願
い
し
ま
す
。 

※

「
募
集
チ
ラ
シ
」
は
、
ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン

タ
ー
入
口
の
ボ
ッ
ク
ス
に
あ
り
ま
す
。 

※

詳
細
、
募
集
チ
ラ
シ
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
は
、
生

涯
学
習
プ
ラ
ザ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、
ご
確
認

く
だ
さ
い
。 

　

●
お
問
い
合
わ
せ 

　ち
ゃ
た
ん
ニ
ラ
イ
セ
ン
タ
ー

　生
涯
学
習
プ
ラ
ザ 

　☎
９
３
６-

３
４
９
２

　
　（
平
日
９
時
〜
17
時
）

　

１ 情報公開条例の運用について
請求件数

4件
公開

0件
一部公開

3件
非公開

1件
請求拒否

0件
取下げ

0件
不服申立て

0件
請求年月日

令和5年5月18日 非公開 
（公文書
不存在による）

予防課

決定等の内容 所管課等公文書の内容

２ 個人情報の保護に関する法律施行条例の運用について
開示請求件数

2件
開示

2件
一部開示

0件
不服申立て

0件
請求年月日 決定等の内容 所管課等請求に係る個人情報

令和5年度 比謝川行政事務組合情報公開制度等の運用状況

請求対象の地番における消防法で規制
されている危険物貯蔵所に関する資料

令和５年10月６日

令和5年10月10日

口頭開示

口頭開示

総務課

総務課

採用試験結果

採用試験結果

一部公開

予防課請求対象防火対象物に設置された消防
用設備等に関する「消防用設備等（特殊
消防用設備等）設置届出書一式」の写し

令和5年７月28日

一部公開

警防課救急活動報告書

令和5年8月28日

令和5年10月25日

一部公開 警防課台風 6 号の被害状況

叙勲・褒章受章について

令和６年春の叙勲（１名）

第42回危険業務従事者叙勲（１名） 
警察功労　瑞宝単光章　松田  榮德 

地方自治功労 　旭日双光章　亀谷 長久 
かめ や ちょうきゅう

まつ だ えいとく 

令和６年春の褒章（１名）
行政相談功績 　藍綬褒章 桃原  雅子

とうばる まさ こ 

受章
おめでとう
ございます 本町からは次の３名が受章の栄に浴しました。 

叙勲・褒章とは、ある分野において立派な行い、功績があった人
を国が表彰するものです。　※敬称略

地域貢献型自動販売
機の収益金の一部とし
て（R6.1月～R6.3月）
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お問い合わせ  都市計画課 計画係　☎936-1234（内線3111）

お問い合わせ  社会教育課 社会教育係　☎936-1234（内線5311）

令和６年度 北谷町営住宅補充（空家待ち）入居者募集のご案内
・今回の募集は、町営住宅補充（空家待ち）入居待機者を決定するためのものです。
空家が発生しない場合は入居できません。
・待機者と待機順位は、申込者から抽選で決定します。
・今回の抽選結果は、令和７年度募集の抽選日に失効します。
・前年度に決定した入居待機者は、今回抽選日で失効します。引き続き入居希望の方は再度お申込みください。

令和６年度 北谷町各種検定料半額補助の実施について
北谷町教育委員会では、公益社団法人沖縄県地域振興協会の地域学力向上支援助成金を活用し、児童生徒の学
習に対する意欲の向上を図ることを目的に、下記のとおり受験料の半額を補助します。

〈申込書の配布･受付期間〉 
令和６年６月10日（月）～令和６年６月21日（金）
８時30分～17時15分。ただし、土・日・祝祭日を除く。
※入居資格等の詳細ついては「北谷町営住宅補充（空家待ち）入
居者募集のご案内」をご確認ください（都市計画課窓口にて配
布又は町ホームページ）。

〈申込対象住宅〉 

〈申込方法〉 
「補充（空家待ち）入居申込書」に必要事項を記入後、
都市計画課窓口までご提出下さい。
※優遇申込者については、別途「必要書類」
　もご提出下さい。

〈補助対象者〉
（１）町立小学校又は中学校で団体受験をした児童生徒
（２）北谷町内に住所を有する小中学生

〈補助金交付の対象となる検定〉（2024年度実施分）
（１） 実用英語技能検定 1級～5級
（２） 日本漢字能力検定 1級～10級
（３） 実用数学技能検定 1級～11級

〈補助金額〉
※補助金が全額執行された時点で補助終了とします。
受験料の半額(ただし､受験料の一部免除に該当する場
合は､免除後の受験料から半額となります)

〈補助金申請方法〉 ※合否にかかわらず申請できます。
（１）町立小中学校で団体受験する人
　　学校がまとめて申請手続きをするので､個人で
申請する必要はありません｡

（２）町立小中学校以外の会場(塾､本会場など)で受験
する人

　　北谷町教育委員会社会教育課(北谷町役場3階)に
令和7年4月30日までに申請してください｡

　　【必要なもの】
① 成績表(検定結果通知)の写し(英語検定にて1
次試験に合格した場合は､2次試験の成績表)

② 振込先情報(通帳･キャッシュカードなど)
③ 印鑑　　④ 受験料の支払い領収書

A棟：月額21,800円～
B棟：月額21,900円～
C棟：月額23,500円～

1LDK：月額 1 8,100円～
2LDK：月額22,200円～
3LDK：月額24,600円～
4DK：月額29,200円～

A棟：平成6年度
B棟：平成7年度
C棟：平成7年度

A棟：平成25年度
B棟：平成25年度
C棟：平成27年度

中層耐火構造
65～70㎡
3LDK

高層耐火構造
44～71㎡
1LDK～ 4DK

0戸

0戸

58戸

94戸

字吉原
730番地１

字宮城
2番地3

栄口住宅

砂辺住宅

家賃建設年度規格位置名称 空家戸数管理戸数
(令和6年3月末現在)

編
集
・
発
行
／
 北
谷
町
役
場
町
長
室
　
沖
縄
県
中
頭
郡
北
谷
町
桑
江
一
丁
目
１
番
１
号
　
☎
098-936-1234　

2024年
6月
1日
発
行
　
印
刷
／
丸
正
印
刷
株
式
会
社
  ☎
 098-835-8181

広
報

No.562
JUNE 2024

こ
の
印
刷
物
は
個
人
情
報
保
護
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
シ
ス
テ
ム

（
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
マ
ー
ク
）を
認
証
さ
れ
た
事
業
者
が
印
刷
し
て
い
ま
す
。

こ
の
印
刷
製
品
は

環
境
に
配
慮
し
た

資
材
と
工
場
で
製

造
さ
れ
て
い
ま
す
。


